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はじめに 

 

 

 現在、急速な経済のグローバル化と企業活動の国境を越えたサプラチェーンの構築が進展する

中、世界各国においては物流分野におけるセキュリティ確保に向けた施策が実施され、物流を巡

る国際的な環境は目まぐるしく変化しており、国際運送事業者は、リードタイム短縮とコスト削減と同

時に、安全・安心の確保にも取り組むことが要請されてきています。 

 このような世界的な情勢の下、日本においては、平成 20 年 3 月の関税法改正によって、特定保

税運送制度が導入され、国際運送事業者が新たに AEO 制度の対象とされました。 

 平成 17 年度より設置された「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」（関係 7 省庁及び

23 民間団体により構成）において、昨年度、国際運送事業者を対象とした AEO 制度における当

該事業者の法令遵守規則モデルを策定しました。そして、平成 20 年度、同制度の普及・促進のた

めに、「国際運送事業者を対象とした AEO 制度普及方策検討ワーキング・グループ」を設けて、本

「国際運送事業者のための AEO 制度実務手引書」を策定しました。 

 上述のとおり、同制度は開始されてまもなく、また、国際運送事業者の範囲は幅広いために、一

律に同制度を説明することは困難でありますが、本手引書作成にあたっては、これから AEO の認

定を受けようと準備する国際運送事業者の視点に立った実務上の参考書になることを目指しまし

た。 

 本手引書作成にあたり、ワーキング・グループに参画して頂きました多くの関係各位のご協力とご

支援に対して深く感謝申し上げますと共に、本手引書が国際運送事業者の一層の発展に寄与し

幅広く活用されることを期待いたします。 

 

 

 

 

                             平成 21 年 2 月 

           「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」事務局 

                             財務省関税局 

                         国土交通省政策統括官 

 

 

 「本書の利用にあたって」 

本文中では以下のような方法で関連事項の参照を行っています。 

・付録等の参照：例えば、本文で「・・・確認できます（付録１参照）。・・・」とある場合は、「付録１」を参照下さい。 

・用語解説の参照：例えば、本文で「・・・における C-TPAT[3]・・・・」とある場合は、「第 5 章 用語と関連知識」の

No.3 で用語解説していることを示しています。 

・脚注：例えば、本文で「・・・期待されます１。・・・・」とある場合は、脚注を参照下さい。 
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「国際運送事業者を対象とした AEO 制度普及方策検討ワーキング・グループ」 

メンバー 

 

 

 

(社)航空貨物運送協会  

 (社)全日本トラック協会  

 定期航空協会   

 (社)日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会  

 日本海運貨物取扱業会   

  (社)日本経済団体連合会  

  (社)日本港運協会  

 (社)日本船主協会  

 (社)日本物流団体連合会  

  

財務省 

国土交通省 
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第１章 制度の紹介 

 

第１節 制度の概要 

 

AEO とは、Authorized Economic Operator の略であり、一般的には「認定された貿易関連事

業者」と理解されています。AEO 制度とは、税関当局が貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス

の体制が整備された貿易関連事業者を認定し、自らの責任で適正な貨物管理及び税関手続きを

行ってもらい、その代わりに迅速かつ簡素な税関手続等のベネフィットを提供するものです。いわ

ば、民間企業と税関当局がパートナーシップを結び、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化

の両立の実現を図る制度です。 

世界的には米国における C-TPAT[3]や 24 時間前ルール[1]などの取組みを背景に、国際物流に

おけるセキュリティ管理の重要性に着目した施策の導入が国際的なトレンドとなると同時に、効率

的な国際物流の実現も重要な課題となってきています。このため、2006 年 6 月、世界各国の税関

当局の集まりである WCO[12]（世界税関機構）において、国際標準の AEO ガイドライン[13]が採択さ

れました。 

これまで日本においては、輸入者、輸出者及び倉庫業者（保税蔵置場の被許可者）を対象とす

る AEO 制度（簡易申告制度[19]、特定輸出申告制度[33]及び特定保税承認制度[32]）が順次導入、

また、改善されてきました。そして、今般、2008 年 3 月の関税法改正によって、同年 4 月より、新た

に国際運送事業者及び通関業者を対象とする AEO 制度として特定保税運送制度[31] （以下

「AEO 運送者制度」という。）及び認定通関業者制度[34] （以下「AEO 通関業者制度」という。）が

創設されました。 

 AEO 運送者制度は、国際運送事業者として船会社、航空会社、フォワーダー等を対象としてい

ます。AEO 運送者制度の承認を受けるためには、業務遂行能力や過去の法令違反歴について

審査を受け、また、法令遵守規則の作成及びその法令遵守規則に沿って適正かつ確実に業務を

行うための社内体制整備が求められます。AEO 運送者制度のベネフィットとしては、保税運送に

係る税関手続きの簡素化及び荷主の輸出リードタイムの短縮が可能となります。更には国際間の

サプライチェーンにおいて、有利なステータスを得るためのブランドとして活用できるようになること

が期待されます。 

 

 また、AEO 制度を導入している諸外国の税関当局との間では、一方の当局が認定した AEO 事

業者を他方の当局もセキュリティ管理等に優れた者として認定し、そうした者に対し相互に貿易円

滑化措置を付与することを基本的な考え方とする「相互承認」が推進されています。この相互承認

のメリットは、まずは輸入に係るサプライチェーンの安全強化が挙げられます。更にはグローバル化

する製品の調達・生産・販売の一連のサプライチェーンにおいて、大きなリードタイム短縮やコスト

削減が可能となり、国際競争力の強化につながることが期待されます1。 

                                                  
1 2008 年 10 月 12 日より、日本・ニュージーランドは相互承認を実施、双方の AEO 輸出者を相互承認の対象者として、相手国

の対象者が輸出した貨物の自国における輸入に対して、セキュリティ面に係る通関の円滑化措置を施しています。 



4 
 

第２節 対象業種 

 

AEO 運送者制度の対象となる国際運送事業者は、外航海運、航空会社、フォワーダー、ト

ラック事業者、港運事業者で、国土交通省が所管する各事業法に従うと以下の表のとおりとな

り、所定の事業の許可（届出、登録を含む）を受けてから（AEO 制度の承認の日まで）3 年以

上経過していることが承認要件の一つとなります。なお、この制度の対象には国際運送事業者

以外の倉庫業者、CY 管理者などの指定保税地域[24]等の貨物管理者や認定通関業者（以下

「AEO 通関業者」という。）も含まれます。 

 

事業体 根拠法令 事業の名称等 所管官庁 要件

外航海運 海上運送法
・貨物定期航路事業
・不定期航路事業

国土交通省海事局

航空会社 航空法
・航空運送事業
・外国人国際航空運送事業

国土交通省航空局

フォワーダー 貨物利用運送事業法

・第一種貨物利用運送事業
・第二種貨物利用運送事業
・外国人国際第一種貨物利用運送事業
・外国人国際第二種貨物利用運送事業

国土交通省政策統括官付

トラック事業者 貨物自動車運送事業法
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業

国土交通省自動車交通局

港運事業者 港湾運送事業法 ・一般港湾運送事業 国土交通省港湾局

・保税蔵置場の被許可者
・保税工場の被許可者
・指定保税地域または総合保税地域の
　貨物の管理者

・特定保税承認者

・認定通関業者

分類

の
関
係
者

国
際
運
送
事
業
者

倉庫業者
指定保税地域
等の貨物管理
者（CY管理者
等）

国
際
運
送
貨
物
取
扱
業
者

認定通関業者

関税法

当該許可等を
受けてから
3年が経過

他のAEO制度
承認事業者

保
税
蔵
置
場
等

財務省関税局
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第３節 承認要件 

 

AEO 運送者制度の承認を受けるためには、前節の対象業種の事業者であり、以下の要件を満

たしていることが必要です。 

 

① 対象事業の許可等（届出、登録）を受けてから、AEO の承認申請まで 3 年以上が経過し

ていること 

② 関税関係法令及び各業法について過去 3 年間に違反がないこと。また、その他の法令

について過去 2 年間に役員や従業員が禁固以上の刑に処せられていないこと 

③ 特定保税運送に関する業務について法令遵守規則を定めていて、そのための管理体制

を確立し、業務を適正かつ確実に遂行できること 

④ 特定保税運送に関する業務について、電子情報処理組織（NACCS[8]）を使用して行う

こと 

⑤ 過去３年の間に保税運送の経験があること（必ずしも保税運送の申告を行っている必要

はない）（第４章 QA８参照） 
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運送するごとに
税関に申告・承認

到着地税関の
確認を受ける

一般の保税運送

包括保税運送

１年に１回税関に
申告・承認

１月ごとに到着地
税関の確認を受ける

・個別の運送ごとに発送地、到着地、運送貨物を特定して承認が必要。

・発送地ごとに承認が必要
（対象貨物は、コンテナ詰め貨物、貨物の概要が明らかなもの等が条件)。

外国貨物の保税運送

【保税運送の既存手続】

発送地（保税蔵置場） 到着地（保税蔵置場）

特定保税運送

NACCS NACCS不要 不要

発送地ごとの承認及び到着地での確認が不要
（特定保税運送に関する業務においてNACCSの利用環境を整備し、業務でNACCSに適正に入力することが条件）

第４節 ベネフィット 

 

AEO 運送者制度の承認を受けた特定保税運送者（以下「AEO 運送者」という。）が享受できる

ベネフィットには、以下のものがあります。 

 

(1) 保税運送に係る手続きの簡素化・負担軽減 

AEO 運送者の承認を受けることで、保税運送（外国貨物の国内保税地域間での輸送）を行う際

に、保税運送に係る手続きが簡素化され、負担が軽減します。なお、このベネフィットが受けられる

のは、NACCS[8]により外国貨物の管理を行っている保税地域[４０]間の保税運送を、NACCS を利

用して行う場合です1。 

保税運送は、例えば埠頭の保税蔵置場[39]から内陸の保税蔵置場に外国貨物のままで（関税や

消費税を払わずに）運送することであり、外国貨物が不正に国内に引き取られるのを防ぐため、保

                                                  
1 「・・・電子情報処理組織を使用して行うことができる能力を有していることとは、特定保税運送に関する業務において通関情

報処理システム（NACCS）を使用して行うことができる環境を整えており、かつ、特定保税運送に関する業務を行う際には適正に

当該システムに入力することができる能力を有していることをいう。なお、一つの申請者が２以上の営業所を有しており、一部の営

業所において当該システムを使用して行うことができる環境を整えていない場合であっても、その他の営業所における特定保税

運送に関する業務について当該システムを使用して行うことができる環境を整えており、全体として、適正に当該システムに入力

することができる能力を有していることが確認できる場合には、当該基準に適合しているものとして取り扱うこととする。」（「特例輸

入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年財関第 418 号）」の３（３）より） 
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税運送するには原則的に税関長への申告と承認が必要になります。また、通常の保税運送の場

合、個別の運送ごとに、発送地の税関に申告し承認を受け、運送後に到着地の税関に積荷目録

を提示して確認を受ける必要があります。AEO 運送者制度の場合には、NACCS を利用すること

により、窓口での個別の承認及び確認が不要になります。 

また、保税運送が頻繁に行われる場合には、個別の承認を要せず一定期間中に一括して承認

を受ける包括保税運送制度もありますが、同制度と AEO 運送者制度との大きな違いは 2 つありま

す。 

まず第１は、包括保税運送制度は、取締上支障がないと認める場合に、一定期間における保税

運送について一括して承認を受ける制度ですが、包括承認期間は 長でも 1 年であり、毎年更新

手続が必要であるのに対し、AEO 運送者制度では保税運送の承認及び更新手続が不要です。

第 2 は、包括保税運送の承認は、継続的に運送が行われている区間について発送地または到着

地が異なるごとに承認を受ける必要がありますが、AEO 運送者制度では NACCS で貨物管理を

行っている保税地域間であれば、貨物や運送区間の制限なしに NACCS へ必要事項を入力する

だけでいつでも自由に運送できます。 

 

(2) 荷主の輸出リードタイム短縮 

輸出貨物の運送において、輸出申告を行う通関業者が AEO 通関業者の場合、保税地域に持

ち込むことなく荷主の工場や倉庫等の保税地域外で輸出申告が行えるようになり（いわゆる保税搬

入原則の適用除外）、荷主の輸出リードタイムを短縮することが可能になります（特定委託輸出申

告制度）。この場合、AEO 運送者は、運送貨物に対する税関の検査や運送中の事故等に対応す

るために、当該 AEO 通関業者との連絡体制を整備することが必要となります。なお、この運送は保

税運送ではないので、NACCS を利用する必要がありません。 

 

 

 

輸出者の工場・倉庫等 コンテナヤード
（保税地域）

船
積
み

輸
出
申
告

輸
出
許
可

運

送

搬

入

ＡＥＯ通関業者 ＡＥＯ運送者連絡体制整備

船
積
み

輸
出
申
告

輸
出
許
可

運

送

搬

入

搬

出

搬

出

一
般
の

輸
出
申
告

特
定
委
託

輸
出
申
告
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国際運輸株式会社
〒123-12345 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL：03-5253-8111
Email：kokudo@kokusaiunyu.co.jp

国際貨物運送事業部

国土 通

AEO運送者承認取得
ISO 9001認証取得

(3) 有利なステータスの確保と企業戦略への反映 

AEO 制度は、米国や EU はもとより世界各国で導入が広まりつつあります。こうした新しい潮流

に対して、企業は如何に適用あるいは活用していくのかという戦略が必要になってきます。 

AEO 制度は、もともとテロ対策の一環として始まったものですが、企業サイドからみれば AEO の

認定を受けるということは、その企業が物流セキュリティの基準を満たしているとみなされ、サプライ

チェーンのパートナーとしての有利なステータスを確保することが期待されます。例えば、AEO の

承認を受けた企業の中には、CSR 報告書等において、「お客様の信頼に応えるために法令遵守

を一層強化し、安心して利用できるサービスの提供に努めます」として差異化を図る企業もありま

す。 

また、物流業界における競争力と言えば、これまでは低価格で運送するコストパフォーマンスや

いち早く輸送する効率性や運送品質等が重要ですが、今後はセキュリティという新たな要素が加

わってくると言えるでしょう。企業のなかには、セキュリティをビジネス戦略にいち早く取り入れる所も

増えてくるものとみられます。例えば、世界有数のターミナル・オペレーター[28]であるＡ社は、セキ

ュリティを企業戦略の柱の１つにしています。また、世界中でコーヒー飲料の販売を行っているＢ社

のように、「From Farm to Cup」を謳い文句に、原料のコーヒー豆等の調達から店舗での抽出に

至るまでの全サプライチェーンのセキュリティを確保し、その製品が安心・安全であることをアピー

ルすることによって、企業ブランドや企業イメージの維持・向上を図る企業もあります。 

 

こうした定性的なベネフィットばかりではなく、セキュリティの確保により定量的な効果を得られる

可能性があることも認識しておくことが大切です。例えば、米国のスタンフォード大学がセキュリティ

について先進的な取り組みで知られる製造業者や物流事業者に対して行った調査結果によれば、

セキュリティへの投資によって、平均で盗難・紛失 38％減少、在庫 14％改善、問題解決に要する

時間 21%短縮等の付帯利益があったとされています1。 

 AEO 制度の登場によって物流セキュリティと効率性の両立に対する関心が呼び起こされました

が、すでに企業には内部統制や個人情報保護など様々なセキュリティへの対応が求められており

ます。企業全体としてのセキュリティマネジメント（あるいは企業リスクマネジメント ERM）の一環とし

て AEO 制度に取り組むことも可能になってくるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （イメージ図） 

                                                  
1 Barchi Peleg-Gillai, Gauri Bhat and Lesley Sept , “Innovators in Supply Chain Security: Better Security Drives Business Value” 
(http://www.nam.org/~/media/Files/s_nam/docs/237300/237208.pdf.ashx) 



9 
 

第２章 承認申請の手続き 

 

国際運送事業者は AEO 運送者の承認申請に際して、所定の書類や手続き等の準備が必要で

す。 

 

第１節 承認申請の流れ 

  

申請者が AEO の承認を受けるまでの流れ、作業や心得ておくべき事項は以下のようになりま

す。 

事 前 相 談

承 認 申 請

受 付

審査 (事業法部分
を除く)

審査 （事業法部分）

合 同 調 査

審査・調査結果確認書

（事業法部分）

承認の決定・通知

財務省・税関担当部分

・ 法令遵守規則の内容が適切
であるか

・ 各事業法に係る法令違反歴
（過去3年間）

財務省・関税局より
国土交通省（本省）所管課へ

国土交通省（本省）所管課より財務省・関税局へ

主に書面による確認、
下記の事項を主にチェック。

＜ 審査 （事業法部分） ＞

・業務遂行能力
（主に過去３年間の行政処分歴）

・必要に応じて税関と合同で
事業所への立入調査を実施

・ 主に法令遵守規則の内容が
適切に実施されているか調査

国土交通省担当部分

事 後 監 査

・CPモデルを参考に社内の現状
を把握して、可能な限り準備を開始

・所定の書類等の準備・提出

・随時、税関当局と緊密な打ち合
わせや現場でのチェック

・CPに合わせて、管理部門、
事業部門の体制整備、特にセキ
ュリティ面での体制を強化

・法令遵守規則（CP）の作成

＜ 事前相談から申請まで ＞

・社内の準備体制や検討スケジュ
ールを立てる

・所定の必要な書類等の準備

＜ 事前相談まで ＞

＜ 合同調査 ＞



10 
 

 

(1) 事前相談まで 

事前相談するにあたっては、まずは本手引書をじっくり読んで、社内での作業体制を整え、作業

スケジュール（社内での意思決定過程なども含め）を立案する等、可能な範囲で準備を進めるべき

でしょう。また、普段の業務についてコンプライアンスが優れているか、確認することができるチェッ

クシートを税関 HP で公開していますので、まずは申請者自身で確認してみましょう（付録３参照）。 

社内での体制について、物流部門だけではなく、総務や法務部門、各事業部門、そして現場の

工場や倉庫等、全社を挙げての作業となることが考えられますので、例えば、中核（法務や管理部

門）になる少数の者で主要な作業を行い、 終的に関連部門を含めた社内全体に浸透させていく

方法が効果的かもしれません。また、実際の体制整備に当たっては自社内だけでなく、外部委託

業者や関連グループ企業も含まれてきます。 

なお、申請企業の事業や工場の規模次第であり一概には言えませんが、例えば ISO などを既

に取得している企業では、組織整備等のノウハウが培われており、比較的スムーズに作業をスター

トできる面もあるようです。 

 

(2) 事前相談から承認申請まで 

事前相談及び承認申請を行う税関は、原則として主たる事業所を管轄する税関になりますが、

一つの税関で承認を受けると全国の税関で本制度のメリットの適用を受けられます。 

承認を受けるためには、事前相談の段階で、前述したように CP ばかりでなく業務手順書や建

屋・設備等に関する情報、情報システムの機能の説明などを用意する必要があります。 

AEO 認定事業者の経験談 

当社は、AEO の認定を受ける以前からコンプライアンスを経営目標の一つとして掲げ、法令

遵守の内部規則を定めるとともに内部統制や ISO9000 等にも積極的に取り組んできた。今回の

AEO 取得もその一環であるが、申請にあたって最も苦労したのは自社のセキュリティポリシー

の明確化と、それに基づく業務手順の整備であった。内部統制や ISO9000 ではそれぞれの要件

に従って業務手順書を整備していたが、AEO で要求されるセキュリティ対策については手順と

して文書化が不十分であった。 

税関に相談に行く前は、自社のセキュリティ対策で十分なのか否か、何が不足しているのかが

判らず悩んだが、税関とのやりとりを通じてセキュリティに対する自社の考え方を整理でき、

現状のリソースや設備をうまく活用すれば対応可能であることを教えられた。とは言え、法令

遵守規則の作成、セキュリティに係わる業務手順や監査手順等の文書化には 3ヵ月近くを要し

た。なお、税関が要求する情報を取り出せるようにコンピュータシステムの一部改造を行った

が、簡単な変更で済ますことができた。 
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それぞれにおいてどの程度のセキュリティレベルが適正なのか等については、申請者の取

扱い貨物や運送の規模等に応じて決まってきます。そこで、前述のチェックシートを用い

て、申請者が承認を受けるのに必要な要件を具体的に税関職員と協議していくことが非常

に重要になります1。  

 

(3) 申請後 

税関で申請を受け付けた後は審査に回されます。なお、事業法の部分に関しては国土交

通省の所管課が審査を行います。審査の過程で必要に応じて立入調査が行われますが、基

本的には税関と国土交通省が合同で行います。これは主に申請者が作成した法令遵守規則

（CP）に基づいて適切に体制が整備されているかどうかを最終的にチェックするものです。

両者の審査結果に基づいて税関長が承認するか否かの最終的な判断を行い、申請者に結果

が通知されます 2。 

 

申請者が行っている事業に係る手続き等について、CP に明確に定めていないことは、承

認を受けるにあたり大きな困難となってしまっています。他方、承認要件となっている事

項について確実に CP に記載するとともに、申請者が「当社としてはこういう体制でしっか

りと管理しています。」と説明出来かつ審査側の理解が得られれば、問題ありません。最初

から全てにおいて完全な体制整備はできるはずもありませんので、申請者は税関当局と協

議や相談を重ね、申請者の実情に応じた社内体制等を整備していくことになります。 

 また、認定取得後も、自主的にセキュリティレベルを維持し改善を図ることも非常に重

要となります。定期的に事後監査等が実施されますが、法令遵守体制や貨物管理業務等が

日頃から的確に運用されているかがポイントになります（第３章第３節参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 「特定保税運送者の承認はチェックシートを手交し、これに所要の項目を記入した上で提出させることにより審査の参考とする

とともに、申請者の業務運営状況、内部体制等を十分に聴取することにより、当該申請者の実情を考慮するものとする。」（特例輸

入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年財関第 418 号）の４） 

2 受付から決定通知までは原則２ヶ月以内（関税法基本通達(昭和 47 年蔵関第 100 号) 63 の２-３ (2)） 
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第２節 必要な書類等 

 

承認申請に必要な書類等には、以下のものがあります。 

 

(1) 所定の書類等 

申請書は所定の様式（税関様式第 9000 号）がありますので、様式に従って必要事項を記入しま

す（付録１参照）。法令遵守規則（CP）、登記事項証明書及び国際運送事業者であることを証明す

るための書類も必要です。この他、社内組織体制図、会計関係書類、業務手順書、取扱貨物のデ

ータや保税運送のルート等具体的な業務に関する基本的な資料も必要に応じて用意しなければ

なりませんが、大体において、既存のものを上手に活用することで対応できるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【承認申請に必要な所定の書類】 

(1) 申請書 

以下の事項を記載 

① 住所又は居所及び氏名又は名称 

② 国際運送貨物取扱業者の区別における事業の名称 

③ 申請者に関する事項 

1) 役員の氏名、経歴、資本金 

2) 業務の種類及び概要 

3) 以下の業務に直接携わる部門の責任者の氏名、職名、履歴 

イ) 特定保税運送に関する業務等 

ロ) 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務（特定保税運送に関する業務等を除く） 

4) 法令違反等（関税法 63 条の４第 1 号に規定）があった場合には、その事実 

5) 以下の業務を行う営業所の名称 

イ) 特定保税運送に関する業務等 

ロ) 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務 

(2) 法令遵守規則（2 通） 

(3) 登記事項証明書 

(4) 国際運送貨物取扱業者の区別における事業者であることを証する書類 

【「関税法施行令５５条の５」、「関税法施行規則７条の３」より】
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(2) 法令遵守規則（CP） 

これらの書類の中で も重要なものの一つが CP です。CP に記載すべき事項は法令によって

定められていますが、具体的に国際運送事業者向けの CP モデルがホームページに掲載されて

います（付録２参照）。事業者はこれを活用して自己の業務に合わせた CP を作成することが可能

です。 

この CP 作成が AEO 認定を得るための 大の課題となります（「第３章 法令遵守規則の要点と

事例」参照）。作成にあたっては、関税局通達「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」の

4(2)②及び③にあるとおり、他の CP をこの AEO・CP として一部又は全部を利用することも可能と

されています。また、ISPS コード[10]等による施設の保安確保や米国の C-TPAT[3]、TAPA[11]等の

認定取得も審査にあたっては考慮されます。 

また、新たに作成する CP と既存の他の CP（例えば、輸出を扱う企業であれば、安全保障輸出

管理規定）では、既存 CP の改正手続きが容易か煩雑か等の観点から、別々にＣＰを作成するか、

一本化を図るかを判断します。これにあたっては、社内調整も重要なポイントになるでしょう。 

 

(3) チェックシート 

CP の内容が適正であることを自己評価するために「法令遵守規則の記載内容等に関するチェ

ックシート（以下「チェックシート」という。）」の記入が求められます（付録３参照）。このチェックシート

は CP と同様に も重要な書類の一つであり、税関等とのやりとりに際して不可欠なものです。チェ

ックシートの作成に際しては、「YES」と評価した理由（例えば、CP や業務手順書の参照条文及び

実施事項など）を具体的に記入し、審査の過程でそのエビデンスを示す必要があります。 

 

【法令遵守規則の記載事項】 

イ) 法令遵守のために必要な体制 

1) 2)から 4)で規定する業務を総括する部門の名称、責任者の氏名、職名 

2) 特定保税運送に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名 

3) 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名

4) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名 

ロ) 各部門の業務の内容及び手順 

ハ) 法令遵守規則の名称及び目的 

ニ) 業務の一部を外部に委託している場合に、委託先の管理及び指導に関する事項 

ホ) 税関との連絡体制、法令違反が生じた場合に対処するための措置 

ヘ) 運送目録の作成・管理及び税関への提示・提出に関する事項 

ト) 財務の状況に関する事項 

チ) 役員や従業者への教育・研修に関する事項 

リ) 懲罰に関する事項 

ヌ) その他参考となるべき事項 

【関税法施行規則７条の４より】
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【既存の他の法令遵守規則の取り扱いについて】 

   申請者が当該申請者の事業又は業務の内容等に関し、他法令の遵守規則を定めるべき者又

は定めることが望ましいとされている者である場合の当該他法令の遵守規則の取扱いは、次に

よる。 

① 申請者（申請者が特例輸入関連業務、貨物管理業務、特定保税運送に関する業務等、国

際運送貨物の運送又は管理に関する業務（特定保税運送に関する業務等を除く。以下同

じ。）、特定輸出関連業務又は輸出入関連業務の全部又は一部を他の者に委託している場

合にあっては、その者を含む。）が他法令の遵守規則を定めている場合には、当該他法令

の遵守規則を当該申請者における法令遵守の程度を判断するに当たっての有効な資料と

する。この場合においては、その内容を聴取の上、当該他法令の遵守規則が有効に運用さ

れているか否かを確認する。 

② 法令遵守規則に記載すべき事項の一部又は全部が他法令の遵守規則に記載されている

場合であって、当該記載されている事項が有効に運用されていることが当該他法令の遵守

規則を所管する省庁によって確認されている場合には、当該他法令の遵守規則の当該記

載に係る部分又は当該他法令の遵守規則の全部を法令遵守規則として取り扱うこととして

差し支えないものとする。 

③ 他法令の遵守規則とは、当分の間、次に掲げる規定等をいうものとする。 

(ｲ) 輸出等しようとする者が外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出

等の許可を包括的に受けようとする場合などに、経済産業省へ届け出るよう求めている

安全保障貿易管理に係る輸出管理社内規程 

(ﾛ) 航空保安を確保するための特定航空貨物利用運送事業者等（特定フォワーダー等）に

係る認定制度（Known Shipper/Regulated Agent 制度）における特定フォワーダー等が作

成する航空貨物保安計画 

④ その他参考事項として、申請者（申請者が国内に支店を有する外国の法人であって、国外

に当該法人の本店が所在するような場合を含む。）が外国における認証制度（例えば、米国

の Security and Accountability for Every Port Act of 2006 の規定に基づく Customs –Trade 

Partnership Against Terrorism（C-TPAT）、欧州共同体の Regulation(EC)No 648/2005 of the 

European Parliament and of the Council of 13 April 2005 の規定に基づく Authorized 

Economic Operator（AEO）などをいう。)に参加している場合には、その旨を記載するものと

する。 

 

【特例輸入者等の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）の４（２）より】
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第３章 法令遵守規則（CP）の要点と事例 

 

AEO 運送者制度の承認を受けるためには、法令遵守規則（CP）を定め、当該 CP に規定されて

いる業務を適正かつ確実に行うための社内体制の整備が も重要な要件となります。CP の作成

は、条項を規定した CP と、具体的に誰が何をどのように実施するか等を記載した業務手順書等か

ら成り立ちます。本章では、後者の具体化の部分、特に AEO 運送者制度の承認を受けようとする

国際運送事業者にとって重要となる貨物管理について、チェックシートと対照しながら事例を中心

に要点を説明します。事業者は、これらの事例を参考にしながら、自社にとって 適となるセキュリ

ティの組み合わせ（カスタマイズ）、あるいは新しい方法を自主的に検討することが必要となります。 

 

第１節 セキュリティに関する基本的な考え方 

 

まず第一にCPを作成する上で留意しなければならないのは、国際的なサプライチェーンの中を

移動する貨物に対するセキュリティ対策です。これは、単純な窃盗だけでなく、内部の組織的な不

正やさらにはテロリスト等の組織的な悪意から守るとともに、爆発物や毒薬、不正薬物、テロ組織の

資金源等と言った違法な物の移動を阻止するという目的が背景にあります。 

従って、外部あるいは内部の人間による「荷抜き（貨物を抜き取ること）」及び「荷差し（貨物を紛

れ込ませたり、すり替えたりすること）」等が行われないように、貨物の安全を確保するための施設、

設備、体制及び業務手続き等の整備が必要となります。このようなハード面における体制整備は、

特定フォワーダー等に係る認定制度[9]や SOLAS 条約[10]に基づく措置等により確保されていると

考えられます。 

 また、セキュリティを確保するには、ハードとソフトの両面で対応することが重要となります。施設や

設備といったハード面だけではなく、「人」という観点からのソフト面とうまく組み合わせればセキュリ

ティの大幅強化が可能となります。そのためには、セキュリティを守るための体制及び業務手順・手

続等を整備するとともに、トップレベルから現場の従業員までのセキュリティに対する正しい認識の

形成や教育も欠かせません。 

申請者は、まずは、次の４項目を基本的な目安として、その企業のセキュリティ・ポリシーを検討

してみましょう。 

① 物理的セキュリティ：フェンスやゲート、建物、施錠装置、鍵、監視カメラなどの物理的な設

備によるセキュリティの確保 

② 人事セキュリティ：従業員の採用におけるバックグラウンドのチェック、雇用中の人事管理、

退職にあたっての管理 

③ 情報セキュリティ：情報システムにおけるパスワード保護、不法アクセスや業務データ等の

改竄を検知・防止するシステムの整備（IT セキュリティと同義） 

④ アクセス管理：船舶、航空機、貨物自動車等の輸送機械、コンテナや容器等の器材、及

び空港、港湾、倉庫等の施設への不正な侵入を防ぐための、従業員、出入り業者、訪問

者等の身元確認とアクセス管理 
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第２節 貨物管理に係わるセキュリティの確保 

 

AEO 運送者制度の承認を受けようとする国際運送事業者が行う貨物管理については、チェック

シートの「４ 貨物管理の履行に関する事項」に審査要件が記載されています。以下では審査事項

の項番に沿って対応方法の例を示します。 

 

(1) 移動中の貨物についてのセキュリティ 

 移動中の貨物に対して運送経路、運送方法、貨物の現在地及び現状把握の手順や体制の整備

が求められます。対応方法の例として以下のようなものがあります。 

  運送経路については、事前に発送地から到着地までの運送ルート、所要時間を決めた運

送スケジュールを作成し、貨物の異常を検知した場合、あるいは渋滞や事故等によってルー

トの変更や到着時刻に変更が生じた場合等には、運行管理者に連絡するように手順や手続

きを定める。 

  現在地の確認については、輸送が長距離の場合は、常時確認出来なくても、ルート上にチ

ェックポイントを設けて通過時に連絡、あるいは一定時間間隔で連絡するようにする。これら

を GPS を利用したトラッキングシステムで行う例もある。また、不審な運送がないかどうかチェ

ックするために、管理者が適宜運行履歴等を分析し、運送ルートや所要時間が適正であるこ

とを確認する。 

  現状把握の手順や体制については、運行を管理する者が移動中のトラック運転者等に適

宜連絡できるようにしておく必要があり、搭載された端末等にメッセージを送るようにする。 

  緊急時のために緊急発報装置を搭載する。 

 

(2) 施設における貨物の搬入または搬出におけるセキュリティ 

 輸出貨物あるいは輸入貨物における空港施設、港湾施設、保税地域及び貨物の保管施設等

への搬入・搬出において、貨物を管理する責任者とともに異常の有無を確認する必要があります。

対応方法の例として以下のようなものがあります。また、いずれの場合においても、確認の手順及

び異常時の対処方法を文書化して、担当者等に周知させるとともに訓練を行う必要があります。 

  コンテナのまま搬入・搬出を行う場合、コンテナが不正にアクセスされていないことを確認

する必要がありますが、そのためにコンテナの施錠あるいはシール等を確認するだけでなく、

コンテナの全ての外面について異常がないか確認する。 

  混載貨物のようなバラ積み貨物の場合、積込みまたは積卸しに際して不正な荷抜きまたは

荷差しがないか確認するために、事前チェックとして貨物室内の検査を行い、積込み・積卸

しに際しては検数、検量等の基本的な確認だけでなく、不審な貨物がないかどうかを意識し

ながら作業を行う。 

  積込み・積卸し等の作業中に不正が行われないようにするため、管理責任者や監視員が

現場を監督したり、また、積込み・積卸し用のバースに監視カメラを設置し集中監視室でモニ

ターしたりする。 
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(3) 貨物の蔵置場所におけるセキュリティ措置 

保管されている貨物を荷抜きあるいは荷差し等の不正なアクセスから守るために、悪意ある人間

の侵入を防ぐ必要があります。そのためには、アクセス管理および物理的セキュリティが重要になり

ます。 

 

(イ) 人若しくは車両の出入り又は貨物の搬出入の確認（アクセス管理） 

 貨物蔵置場所に出入りするすべての人について身元確認と車両・貨物の出入りの確認を行

う必要があります。対応方法の例として以下のようなものがあります。 

 従業員については、写真付きの ID カードを携帯させるとともに、蔵置場所への出入り

に際して ID カードの提示あるいはカードリーダによる身元確認を行う。また、定められた

制服を着用させることで、従業員と訪問者等との区別を行う。高度な技術を活用した事例

としては、生体認証（指紋や静脈等による本人確認）を利用した身元確認方法がある。な

お、ID カード等の発行、回収、変更の手続きは文書化する。 

 訪問者、出入り業者、サービス業者（清掃やメンテナンス）については、写真付きの ID

カードを提示させて身元確認を行い、出入りを記録する。すべての訪問者、出入り事業

者等には臨時の身分証明書を見やすいところに付けさせる。 

 無許可あるいは不審な人間については、従業員等が普段から不審者に気を配るように

して、疑わしい場合には誰何、質問等を行うようにする。質問および対処方法について

手続きを整備する。 

 貨物の蔵置場所への不審なアクセスを監視するため、倉庫内の各所に監視カメラを設

置し、監視室でモニターする。 
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(ロ) 確認内容の記録及び一定期間の保存 

 文書の記録は 1 年程度、ビデオ等の映像記録は 60 日程度を目途に保存する。保存

した記録の管理方法について手続きを定める。 

 

(ハ) 施錠、障壁、フェンス、照明等の整備並びに警備員等の配置等（物理的セキュリティ） 

  貨物の物理的セキュリティを確保する基本の一つとして、外部からの不正な侵入を防ぐため

に蔵置場所をフェンスで囲むことがある。この場合、フェンスに穴などの損傷がないことを定期

的に検査することも行う。また、フェンスを乗り越えたり、フェンスを破って侵入してくるような場

合に備えて、監視カメラ等を設置する。 

 人や車などが出入りするゲートは、できる限り少なくして、ゲートに人員を配置し、監視

する。 

 貨物を蔵置する建物自体について、不法侵入が難しい建材を使ってセキュリティを高

める。また、定期的な点検と修理を行うことによって、建物自体のセキュリティを確保す

る。 

 建物の出入り口及び窓は全て施錠してセキュリティを確保し、鍵及び錠の管理を行う。 

 出入り口、駐車場、フェンスを含む内外について十分な照明を行う。 

 貨物の蔵置場所への不審なアクセスを監視するために、監視カメラを設置したり、警

備員を配置する。また、定期的な巡回警備あるいは警報システム等の機械警備を導入

する。警報装置と連動した赤外線センサーをフェンスに装備する例もある。 
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(ニ) 管理対象貨物とその他の貨物の区分 

 保税管理対象貨物は、特にフェンス等で区分していないが、保管の区画を定めて、管

理対象であることを示すために立て札等を利用する。 

 管理対象貨物にアクセスするための通路にゲートを設け、電子タグ[29]を埋め込んだ

ID カードを携帯している作業者以外の人がゲートを通ろうとすると、アラームが鳴るように

して不正なアクセスを防止する対策例もある。 

 

(4) 船舶、航空機又は貨物自動車等のセキュリティ措置 

 貨物を運搬する船舶、航空機、貨物自動車等、及び貨物を入れるためのコンテナや容器等につ

いて、不正なアクセスを防止するための物理的セキュリティ、アクセス管理が必要になります。特に、

空コンテナや空容器の管理に留意する必要があります。 

 

(イ) 船舶、航空機又は貨物自動車等のセキュリティ対策（物理的セキュリティ） 

  船舶又は航空機については、港湾施設又は空港施設において既存の物理的なセキュリテ

ィ体制によって既に確保されていると考えられます。また、空コンテナや空容器のように空のま

ま海外に移送されるものについては、セキュリティ対策が必要であり、以下のような例がありま

す。 

 空コンテナの保管場所については、貨物の蔵置場所の物理セキュリティとほぼ同様に、

フェンス、照明、監視カメラ等を設置している。 

 

(ロ) 船舶、航空機又は貨物自動車等へのアクセス管理 

  上記の物理的セキュリティと同様に、空コンテナや空容器等の貨物用機材のアクセス管理

にも留意する必要があります。また、借り受けているコンテナ等の適切な管理も求められます。 
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第３節 貨物管理に係わるセキュリティの確保のための体制整備等 

  

本節では貨物管理のセキュリティを更に高める上で重要となる体制整備に係わる代表的な事項

について取り上げます。また、AEO 承認取得後も、セキュリティレベルの維持と継続的な改善に向

けた努力も重要となります。 

 

(1) 業務実施部門と管理部門の適正な体制 

 基本的に、事業部門、総括管理部門、法令監査部門からなる体制整備が求められますが、必ず

しも３部門にこだわらず事業者の規模等に応じて体制を編成することが可能です。ただし、原則と

して、法令監査部門は他の部門と一緒にするのではなく独立させておくことが、セキュリティを継続

的に改善していく上でも、また内部の組織的な不正を防止する観点からも必要となります。重要な

ことは、現場、管理、監査というように、セキュリティを階層的・重層的に構成することです。 

 

(2) 監査体制 

 監査部門は、定期的に事業部門及び管理部門が CP に則って適正に業務を遂行しているか監

査する必要があります。そのためには、監査手順及び監査基準を文書化する必要があります。 

 

 

AEO 認定事業者の経験談 

社内の自主的な監査は、年１回定期的に実施するが、毎年全部門を対象とするのではなく、

一部の部門のみを対象として、２～３年で全体を監査しました。また、監査結果は、次年度

以降の監査計画を策定する際に考慮し、監査結果の指摘事項を中心に次年度の監査を実施す

ることで毎年同じ監査項目ではなくメリハリをつけた監査を行っています。 

最初はどのような監査項目を設定するかについて悩みましたが、チェックシート及び税関

とのやりとりの中で出された質問や指摘等を活用することで、自社の業務にあった基本的項

目を構成し、細目化を図った。 

また、体制整備について、委託先の選定に当たっては、従来事業部門が選定していたが、

委託先の選定に係わるコンプライアンスを確保するために、最終的な承認を総括管理部門の

責任者が負うようにした。 
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(3) 関連会社等の指導等に関する事項 

 業務の一部を外部に委託する場合、当該委託業務について、万が一、業務委託先において違

法行為等があれば、委託元である AEO 事業者がその責任を負うことになり AEO の承認にも影響

が及びかねません。そのため委託先の選定については、既存の選定基準をレビューすると共に、

例えば、以下のような取り組みや指導・管理も重要となります。 

 委託先が AEO の認定に必要なセキュリティ対策を講じていない場合、相互に協力しなが

ら認定の要件を満たすセキュリティを構築していくことになるため、委託先と信頼・協力関係

を構築できるようにする。 

 委託先が AEO 制度の認定事業者あるいは特定フォワーダー等でない場合には、委託先

と一緒に CP を整備する。 

 委託先の選定にあたっては、従来事業部門や顧客管理部門が選定していたが、より高い

コンプライアンスを確保するために、 終的な承認を総括管理部門の責任者が行うようにす

る。 

 

(4) 報告及び危機管理に関する事項 

 貨物に係わる事故や業務における違法行為等の不適正な処理が行われた場合の連絡体制等を

整備する必要があります。また、地震等の災害やテロ等の不測の事態が発生した場合における体

制、手順等を整備しておく必要があります。例えば、以下のような観点からの手順や連絡体制等の

整備がポイントとなります。 

 従業員、訪問者、委託先業者等の人の安全確保 

 従業員等が避難している際の貨物保管場所や貨物、コンテナ等のセキュリティ確保 

 

(5) 教育及び研修に関する事項 

 教育・研修等については、座学、E ラーニング、実施訓練などの方法がありますが、いずれの方

法でも関係者全員に教育を受けさせるような仕組み（例えば複数回教育など）を作る必要がありま

す。現場職員の日常からの取り組みを習慣化させることが重要です。例えば、以下のような状況が

生じた際には関係部門への連絡や書類等の審査を実施するように従業員を教育することも大切で

す。 

 通常とは異なる所から届いた、あるいは通常と異なる所へ届けられる。 

 支払方法が、現金による等の通常の支払とは異なる。 

 経路指定が通常とは異なる。 

 荷積みや受取の方法が通常とは異なる。 

 情報が曖昧であったり、欠ける部分がある。 
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(6) セキュリティ・マネジメント・システム 

 セキュリティに100%完全ということはなく、一朝一夕で速成できるものでもないため、AEOの認定

を受けた後も継続的にセキュリティの改善を図ることが不可欠です。セキュリティの継続的改善のた

めの代表的な方法として、PDCA（Plan、Do、Check、Act）サイクルを回すマネジメントがあります。

マネジメントについては、税関の審査要領で明示的に要求している訳ではありませんが、継続的・

効果的な改善を行う上で適切なマネジメントが必須です。 

PDCA によるセキュリティマネジメントについては国際標準として ISO28000（サプライチェーン

のためのセキュリティ・マネジメント・システムの仕様）[6]がありますが、これは ISO9000（品質マネジ

メント）、ISO14001（環境マネジメント）等における方法論と基本的に同じものです。従って、

ISO9000 等の認定を取得している場合、そのマネジメント方法をセキュリティに対しても取り入れる

とよいでしょう。 

 セキュリティマネジメントにおける P（計画）では、セキュリティ計画書を作成します。このセキュリテ

ィ計画書では、脅威（例えば、貨物への不正なアクセス、情報の改竄、密輸手段としての悪用等）

をリストアップして、現行のセキュリティ対策で対応可能かを評価し、対応を強化する必要があれば

その対策を作成することになります。併せて教育プログラム

の開発も重要です。マネジメントの D（実行）ではセキュリテ

ィ計画書で作成された対策を導入・実施し、C（チェック）で

はセキュリティ管理の実績を文書化、モニター、計測する

方法・手順を作成し維持管理します。A（改善）ではマネジ

メントシステムの見直しとセキュリティの改善を継続していく

ための措置を講じることになります。 

 言うまでもなく AEO の認定取得はゴールではなくスター

トに過ぎません。スタート地点から先は、自らのセキュリティ

対策を進化・発展させることが求められており、セキュリティ

マネジメントの巧拙が問われることになるでしょう。 
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第４章 よくある質問と回答 

 

Q１：事前の相談や実際の申請を行う税関は、例えば申請者の本社所在地等に拘わらず、

どこの税関でも受け付けてくれますか。また、変更の申請は承認した税関しか受け付

けていませんか。 

A：事前の相談や申請はどの税関に行っても差し支えありませんが、法令遵守体制や業務

手順、運用方法等について、相談や申請をした税関の審査を受けることになりますので、

業務を行っている主たる事業所の所在地を管轄する税関に提出することをお薦めして

います。また変更の申請は承認した税関に行っていただくことになりますが、当該税関

の最寄りの官署を経由して行うこともできます。 

 

Q２：税関に相談に行くために準備しておくべき書類には、どのようなものがありますか。

A：当初相談の際には、一般的には、企業の概要等が分かる書類を準備していただいてい

ます。 

 

Q３：国土交通省に対しても書類の提出等の手続きはありますか。 

A：ありません。 

 

Q４：法令遵守規則を予め作成しておく必要はありますか。チェックシートは全部埋めて

おく必要がありますか。一度回答したチェックシートはあとで修正は可能ですか。 

A：相談の段階から、あらかじめ法令遵守規則を作成したり、チェックシートを全部埋め

ておいていただくことは必ずしも必要ではありません。また、修正も可能です。 

 

Q５：事前相談から申請までの税関とのやりとりはどのように行われますか。やりとりの

方法や頻度(例えば週 1 回定期的に)などについてもご相談できますか。 

A：原則として、税関の窓口でのやりとりとなります。頻度等についてもやりとりの中で

ご相談ください。 

 

Q６：実際に申請した後、審査の過程で不十分な部分や不備が見つかった場合に、税関等

がそれを指摘し修正を認めてくれることはありますか。それとも一度提出した後は、

審査結果を待つだけでしょうか（不承認の結果が来るだけですか。）。 

A：審査の段階で、不十分な部分や不備が見つかった場合には、当該部分を見直し、修正

いただくことが可能です。 

 

Q７：申請時に提出する国際運送貨物取扱業者の区別における事業者であることを証する

書類として、国土交通省による事業の許可証等のコピーでよろしいでしょうか。 

A：構いません。 
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Q８：承認要件となっている保税運送の経験とは具体的にどのように判断されるのですか。

A：当該要件は、申請者が国際運送貨物の運送を行なっている者であることを確認するた

めのものです。したがって、過去に保税運送をしたことがあることを証明する関係書類

（保税運送の承認書の写し、委託関係書類）又は国際運送貨物の運送を行なっている者

であることを証明する書類（例えば、貨物利用運送事業者が国際運送貨物の運送に限定

して許可を受けていることが証明されている場合等）が添付されている場合には当該要

件を満たすことになります。 

 

Q9：「特定保税運送に関する業務について適正かつ確実に遂行すること」とは、具体的に

どのようなことでしょうか。 

A： 「特定保税運送に関する業務等」について法令遵守規則を確実に遵守できること

が必要であり、①国際運送貨物の運送等に関する業務について、管理責任者等が十分な

知識と経験を有していること②関税関係法令及びその他の法令違反の未然防止のため

具体的な対策等が経営トップ等の責任と関与の下に適切に講じられていること等が必

要です。具体的には本手引書別添のチェックシートをご参照ください。 

 

Q10：貨物利用運送事業法の被許可者として、実際に外国貨物の運送を行っているのです

が、税関への保税運送申告は通関業者が行っており、現在は NACCS を設置していない場

合、今後、NACCS を設置すれば、NACCS 要件を満たすことになるのでしょうか。 

A：申請者が NACCS を設置するか、Ｎet－NACCS により NACCS を使用できる環境が整って

いることが確認できれば要件を満たすことになります。 

 

Q11：特定保税運送を行うための要件として、関税法施行令第７条の２において、当該貨

物の搬出入が電子情報処理組織（NACCS）により行われていることとされていますが、

特定保税運送者が帳簿や関係書類を保存する必要があるのでしょうか。 

A：特定保税運送者となったことにより生じる帳簿等の保存義務はありませんが、承認後

に行う事後監査等の際、運送に係る契約関係書類等について、確認させていただくこと

があります。 

 

Q12：過去 2 年間に役員や従業員が禁固以上の刑に処せられていないことが条件になって

いますが、例えば、2 年以上勤続している者については会社で把握できますので、関係

業務に従事させる従業員等については、勤続 2 年以上で会社がその在職中の経歴を管

理・把握していることで十分でしょうか。 

A：2 年以上勤務している者だけでなく、それ以外の者も含めて、承認要件を満たしてい

ることが必要です。 
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Q13：関連会社へ業務委託している場合でも AEO 取得は可能でしょうか。 

A：関連会社へ業務委託している場合には、一般的には、申請者の責任の下で、当該委託

部分につき委託先にコンプライアンスを確保させることができていれば、承認を受ける

ことができるものと考えておりますが、様々なケースがあると思いますので、具体的に

は、税関の窓口にご相談ください。 

 

Q14：一般的に運送業においては業務を委託する場合が多くありますが、再委託、再々委

託している者が業務処理体制を定める場合において注意すべき点はありますか。 

A：申請者と実運送者との間に複数の者が介在している場合には、各々の段階における委

託関係書類により保税運送者と実運送者の関係がわかるようにする必要があります。い

ずれにしても、申請者は委託先における業務について責任を有することになるため、十

分な指導・監督体制の確立が必要になることをご留意ください。 

 

Q15：AEO 通関業者として認定された後、特定保税運送の承認を受けたいと考えています。

ただし、当社は荷主の依頼を受け、通関手続きの一環として保税運送申告のみを行い、

運送貨物の管理等は運送会社に任せているのが現状です。このような場合であっても、

特定保税運送の承認を受けられるでしょうか（自ら運送を行わなければ、承認や特例

を受けることができないのでしょうか。）。 

A：実際の運送を他者に委託している場合には、一般的には、申請者の責任の下で、当該

委託部分につき委託先にコンプライアンスを確保させることができていれば、承認を受

けることができるものと考えておりますが、様々なケースがあると思いますので、具体

的には、最寄りの税関にご相談ください。 

 

Q16：同一企業の複数の部門（例えば、フォワーダー部門、トラック部門、倉庫部門、通

関業務部門など）が保税運送を行おうとする場合には、それぞれの部門で運送業務や

統括管理業務を行うことになる場合もありますが、その場合には AEO 運送の申請をそ

れぞれの部門で行うことは可能でしょうか。CP もそれぞれで作成しても構わないか。

A：AEO 運送者の申請は企業単位で行っていただくことになります。CP の作成について

は、様々なケースがあると思いますので、具体的には、税関の窓口にご相談ください。

 

Q17：保税蔵置場の被許可者等であるが、特定保税承認者ではない者が特定保税運送者に

なった場合には、許可手数料のメリットはあるのでしょうか。 

A： ありません。許可手数料のメリットを受けるためには特定保税承認制度の承認を受け

る必要があります。 
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第５章 関連法令 

 

特定保税運送制度については、対象者の要件、申請の手続、承認の要件、税関における

審査要領などが以下の法令や通達等で定められています。 

 関税法（法） 

 関税法施行令（政令） 

 関税法施行規則（省令） 

 通達 

 

 

関税法 

関税法施行令 

関税法施行規則 

関税法基本通達 

（昭 47 年蔵関 100 号） 

特例輸入者等の承認要件の審査要領

について（平 19 年財関第 418 号） 

別紙２ 

法令遵守規則の記載内容及び内部

体制等に関する審査事項一覧 

別紙様式 

法令遵守規則の記載内容等に関す

るチェックシート 

・保税運送の特例（特定保税運送制度）
・承認の要件（CP 作成義務等） 
・承認の手続き 
・改善措置 
・承認の失効要件 
・承認の取消し 
・輸出申告の特例 
（特定委託輸出申告制度） 等 

・国際運送貨物取扱業者の要件 
・特定保税運送の区間 
・申請の手続き、NACCS の使用義務 
・承認の取消し手続き 等 

・貨物の管理
・申請書の記載事項 
・CP の記載事項  等 

・申請手続きの詳細（申請書、申請先の税関）
・承認の公布 
・改善措置の求め、事情の聴取 
・特定委託輸出申告の方法、意義、貨物管理
方法  等

・申請者の不適格要件 
・NACCS 使用に係る審査事項 
・特定保税運送に関する業務の遂行
に係る審査事項 
・他法令の法令遵守規則の取り扱い

等
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第１節 対象者の要件 

 

特定保税運送制度の対象となるのは、「認定通関業者」または「国際運送貨物取扱業者」

であり、後者については関税法施行令で定める要件に該当する者です。対象者の概要につ

いては「1.2 対象業種」を参照下さい。 

法第６３条の２第１項 （保税運送の特例）に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であ

ることとする。  

１  法第５０条第１項 （保税蔵置場の許可の特例）又は第６１条の５第１項 （保税工場の許可の特例）の承認を

受けている者  

２  法第４２条第１項 （保税蔵置場の許可）又は第５６条第１項 （保税工場の許可）の許可を受けている者であつ

て、その許可の日（２以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち 初に受けた許可の日）から３年

を経過している者（前号に掲げる者を除く。）  

３  指定保税地域又は総合保税地域において貨物を管理する者であつて、その管理を始めた日から３年を経過

している者  

４  次に掲げる者であつて、法第６３条の２第１項 の承認の申請の日前３年間において保税運送をしたことがあ

る者 

イ 海上運送法 （昭和２４年法律第１８７号）第９条の５第１項 前段（貨物定期航路事業の届出）又は第２条第１

項 前段若しくは第２項 前段（不定期航路事業の届出）の届出（以下この号において「事業の届出」という。）

をした者（当該事業の届出に係る同法第９条の５第２項 又は第２条第３項 の届出をしていない者に限る。）

であつて、当該事業の届出の日（２以上の事業の届出をしている場合にあつては、これらのうち 初にした事

業の届出の日）から３年を経過している者 

ロ 港湾運送事業法 （昭和２６年法律第１６１号）第４条 （許可）の許可（同法第３条第１号 （事業の種類）に掲

げる１般港湾運送事業に係るものに限る。）を受けている者であつて、その許可の日（２以上の許可を受けて

いる場合にあつては、これらのうち 初に受けた許可の日）から３年を経過している者 

ハ 航空法 （昭和２７年法律第２３１号）第１００条第１項 （許可）又は第１２９条第１項 （外国人国際航空運送

事業）の許可を受けている者であつて、その許可の日から３年を経過している者 

ニ 貨物利用運送事業法 （平成元年法律第８２号）第３条第１項 （登録）若しくは第３５条第１項 （登録）の登

録又は同法第２条 （許可）若しくは第４５条第１項 （許可）の許可を受けている者であつて、その登録又は許

可の日から３年を経過している者 

ホ 貨物自動車運送事業法 （平成元年法律第８３号）第３条 （１般貨物自動車運送事業の許可）又は第３５条

第１項 （特定貨物自動車運送事業）の許可を受けている者であつて、その許可の日から３年を経過している

者 

国際運送貨物取扱業者に関する要件（関税法施行令５５条の２） 

認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者（・・・・政令で定める要件に該当する者をいう。・・・・）であつて、あらか

じめいずれかの税関長の承認を受けた者（以下「特定保税運送者」という。）が特定区間であつて政令で定める区

間において行う外国貨物の運送（以下「特定保税運送」という。）については、前条第一項の規定による承認を受

けることを要しない。 

保税運送の特例（関税法６３条の２第 1 項） 



28 
 

 

第２節 承認の手続 

 

承認の手続に関する法令は以下のようになっています。 

 

 
前条第１項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申

請書を税関長に提出しなければならない。  

２  税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第１項の承認をしたときは、直ちに

その旨を公告しなければならない。  

３  第１項の申請書の提出その他前２項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。  

承認の手続等（関税法６３条の３） 

法第６３条の３第１項 （承認の手続等）に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一  法第６３条の２第１項 （保税運送の特例）の承認を受けようとする者（以下この条において「申請者」とい

う。）の住所又は居所及び氏名又は名称  

二  申請者が法第６３条の２第１項 に規定する国際運送貨物取扱業者である場合にあつては、第５５条の２各

号のいずれに該当するかの別  

三  その他財務省令で定める事項  

２  前項の申請書には、法第６３条の４第３号 （承認の要件）の規則を添付しなければならない。  

３  申請者が法人であるときは、第１項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

ただし、申請者が法第５５条第１項 （保税蔵置場の許可の特例）若しくは第６１条の５第１項 （保税工場の許可

の特例）の承認又は法第７９条第１項 （通関業者の認定）の認定を受けている者であることその他の事由により

税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。  

４  申請者が第５５条の２第３号又は第４号のいずれかに該当する者であるときは、第１項の申請書には、当該い

ずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。  

特定保税運送者の承認の申請の手続等（関税法施行令５５条の５） 

令第５５条の５第１項第三号 （特定保税運送者の承認の申請の手続等）に規定する財務省令で定める事項は、

次に掲げる事項とする。  

１  申請者（令第５５条の５第１項第一号 に規定する申請者をいう。次号において同じ。）の役員の氏名及び経

歴並びに資本金（その者が法人である場合に限る。）  

２  業務の種類及び概要（国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行つている場合に限るも

のとし、・・・・）  

３  次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、職名及び履歴 

イ 特定保税運送に関する業務等（・・・） 

ロ 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務（特定保税運送に関する業務等を除く。・・・） 

４  法第６３条の４第１号 イからホまで（承認の要件）のいずれかに該当する場合には、その事実  

５  次に掲げる業務を行う営業所の名称 

イ 特定保税運送に関する業務等 

ロ 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務  

申請書の記載事項（関税法施行規則７条の３） 

規則第７条の３第３号に規定する担当者とは、法令遵守規則に規定する各部門の責任者をいうので留意す

る。 
【関税法基本通達（昭 47 年蔵関第 100 号）６３の２－１（3）】
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第３節 承認の要件 

 

承認の要件に関する法令は以下のようになっています。 

 

税関長は、第６３条の２第１項（保税運送の特例）の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうか

を審査しなければならない。  

１  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して

刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は

その通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。 

ロ 政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定

に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過して

いない者であること。 

ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。 

ニ その業務についてイからハまでに該当する者を役員とする法人であること、又はその者を代理人、使用人そ

の他の従業者として使用する者であること。 

ホ 第６３条の８第１項第一号ロ又は第二号（承認の取消し）の規定により第６３条の２第１項の承認を取り消され

た日から三年を経過していない者であること。 

２  承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該

業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。  

３  承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者（その者が法人である場合におい

ては、その役員を含む。）又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守す

るための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。 

承認の要件（関税法６３条の４） 

法第６３条の４第３号 （承認の要件）に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める事項とする。  

１  承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項 

イ 法及び他の法令（以下この条において「法令」という。）を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲

げる事項 

（１） （２）から（４）までに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 

（２） 特定保税運送に関する業務等を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 

（３） 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 

（４） 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 

ロ イの（１）から（４）までに定める部門における業務の具体的内容及び手順 

ハ 承認を受けようとする法人の事業又は業務に関し、役員、代理人、支配人その他の従業者が法令（・・・）の

規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項 

ニ 特定保税運送に関する業務等及び国際運送貨物の運送又は管理に関する業務の一部を他の者に委託し

ている場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項 

ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置 

ヘ 運送目録（法第６３条の２第２項 （保税運送の特例）に規定する運送目録をいう。）の作成、管理並びに税

関への提示及び提出に関する事項 

ト  承認を受けようとする法人の財務の状況に関する事項 

チ その法人の役員、代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関す

る事項 

リ 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項 

ヌ その他参考となるべき事項 

法令遵守規則の記載事項（関税法施行規則７条の４） 
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第４節 審査要領 

 

承認の審査に関する法令は以下のようになっています。 

 

法第 63 条の４に規定する承認の要件の審査は、「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」（平成

19 年財関第 418 号）に基づき行うものとする。 

承認の審査（関税法基本通達(昭和 47 年蔵関第 100 号)６３の２－６） 

特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年財関第 418 号） 

３ ・・・法第６３条の４第２項・・・に規定する事項の審査 
(3) 法第 63 条の４第２号に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる能力を有している

こととは、特定保税運送に関する業務において通関情報処理システムを使用して行うことができる環

境を整えており、かつ、特定保税運送に関する業務を行う際には適正に当該システムに入力すること

ができる能力を有していることをいう。なお、一つの申請者が２以上の営業所を有しており、一部の

営業所において当該システムを使用して行うことができる環境を整えていない場合であっても、その

他の営業所における特定保税運送に関する業務について当該システムを使用して行うことができる

環境を整えており、全体として、適正に当該システムに入力することができる能力を有していること

が確認できる場合には、当該基準に適合しているものとして取り扱うこととする。 
(7) 申請者が法第 63 条の４第２号に規定する特定保税運送に関する業務を適正かつ確実に遂行するこ

とができる能力を有しているか否かの判断は、当該申請者に係る営業所における税関手続に関する知

識及び経験、貨物の盗難等を防止するための保全措置の状況並びに国際運送貨物の運送又は管理の体

制の整備状況等を審査した上で総合的に行うものとする。・・・ 
 
４ ・・・法第６３条の４第３項・・・に規定する事項の審査 
(1) 申請者が作成する法令遵守規則については、・・・第７条の４、・・・に規定する事項が記載される

とともに、当該事項が輸出貨物又は輸入貨物に関する税関手続、国際運送貨物の運送又は管理に係

る業務を法その他の法令の規定に照らして適正に履行するための内容を有し、かつ、当該法令遵守

規則の内容を適正に履行するための体制及び手順等が整備されているか否かについて、・・・特定保

税承認者若しくは特定保税運送者の承認又は認定通関業者の認定の申請においては、別紙２「法令

遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧（特定保税承認者・特定保税運送者・認

定通関業者用）」により審査するものとする。なお、当該審査に当たっては、・・・、特定保税承認

者若しくは特定保税運送者の承認又は認定通関業者の認定の申請者には別紙様式２「法令遵守規則

の記載内容等に係るチェックシート（特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者用）」を手交

し、これに所要の項目を記入した上で提出させることにより審査の参考とするとともに、申請者の

業務運営状況、内部体制等を十分に聴取することにより、当該申請者の実情を考慮するものとする。

なお、申請者（特定保税運送者・・・）が国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を法その他の

法令の規定に照らして適正に履行するための内容を有し、かつ、当該法令遵守規則の内容を適正に

履行するための体制及び手順等が整備されているか否かについては、以下の方法により判断するこ

ととなるので留意すること。 
①  申請があった場合には、申請者が行っている業務に係る法令を所管する国土交通省に審査・調

査依頼を行う。具体的には、当該申請書及び添付書類の写しを、関税局監視課を経由して国土交

通省に送付する。 
②  財務省関税局を介し必要な調整を行った上で、必要に応じて税関と国土交通省とで合同で調査

を行う。 
③  国土交通省から関税局監視課を経由して回報される審査・調査結果を基に、税関長が判断する。
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第６章 用語と周辺知識 

 

No 用語 説明 

１ 24 時間前申告ルール  

船社等に対し、米国向け海上貨物について、船積 24 時間前までに

積荷目録情報の提出義務を課すもの。航空貨物については、到着

4 時間前までの提出義務が課されている。また、EU 及び中国におい

ても 24 時間前申告ルールの施行に向けて準備している。 

２ 
AEO（認定された貿易

関連事業者）制度  

Authorized Economic Operator の略称。物品のサプライチェーンに

おいて安全基準を遵守しているとして税関当局等が認定した輸出

入者、運送業者、倉庫業者等に対し、税関手続の簡素化やセキュリ

ティに関連する優遇等の便益を付与する制度。 

３ C-TPAT  

Customs-Trade Partnership Against Terrorism の略称。輸出国から

米国に至る輸入サプライチェーンのセキュリティ強化を目的として、

米国が 2002 年 4 月より導入した官民共同の取組み。対象は、米国

の輸入者、トラック、海運、航空、鉄道、港湾事業者、フォワーダー、

通関業者等のサプライチェーンに関係する事業者であり、認定を受

けると税関における検査回数の削減等のベネフィットを得られる。 

なお、認定レベルは３種類あり、認定だけ（ティア 1）、実地検査に合

格（ティア２）、ベストプラクティスの水準に達しているもの（ティア３）が

ある。 

４ CSI 

Container Security Initiative の略称。米国向け海上コンテナ内に大

量破壊兵器等を隠匿し米国内で爆発させるテロを未然に防止する

ため、米国向けコンテナ貨物を船積みする米国外の港に米国税関

職員を派遣し、当該国の税関当局と協力して、ハイリスク・コンテナ

の特定・検査を実施する取組み。 

５ EU の AEO 制度 

欧州共同体（ＥＵ）の AEO 制度は、2008 年１月より施行され、資格申

請・認定が開始された。対象はサプライチェーンを構成する製造業

者、輸出入業者、フォワーダー、倉庫業者、通関業者、キャリア等で

あり、AEO の認定を受けると物理的検査や提出書類の軽減、税関

検査時の貨物の優先的取扱い等のベネフィットを得られる。 

なお、AEO 認定資格には、通関手続簡素化のための資格 C、セキ

ュリティと安全性を満たす資格 S、資格 C と S の両方を満たす資格 F

の３種類がある。 

６ ISO28000 

「サプライチェーンのためのセキュリティ・マネジメント・システムの仕

様」として 2007 年に発行された。ISO14001（環境マネジメントシステ

ム）をモデルとして、セキュリティの改善・向上を図るためのアプロー

チ方法を包括的に規定したマネジメント規格。 

関係規格として ISO28001(サプライチェーンセキュリティ実施のため

の 適実施手順－評価と計画)があり、セキュリティの計画・実施に

係わる要件を規定。 

７ MI 

Megaports Initiative の略称。2003 年から米国エネルギー省が中心

となって推進している取り組みであり、世界の主要港に放射性物質

検知装置を設置することにより、積荷の検査能力を強化し、もって核

物質その他の放射性物資の拡散の防止を目的としている。  

８ 

NACCS（輸出入・港湾

関連情報処理システ

ム）  

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（2008 年 10 月に独立

行政法人通関情報処理センターから改組）が管理・運営する、港

湾・空港での税関・入出港等の手続を電子的に処理するシステム。 
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No 用語 説明 

９ KS／RA 制度 

Known Shipper／Regulated Agent制度は、航空機に搭載する航空

貨物について、国際民間航空機関(ICAO)が定める国際標準等に

基づきセキュリティレベルを維持しつつ、物流の円滑化を図るため、

荷主から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護する制度で2005

年10月1日から運用開始。 

適切な保安措置が実施できる航空貨物利用運送事業者又は航空

運送代理店を国土交通省が「特定航空貨物利用運送事業者又は

特定航空運送代理店」として認定。 

10 
SOLAS 条約/ISPS コー

ド  

SOLAS （Safety of Life at Sea）条約は、船舶の安全性確保のための

規則を定める多国間条約であり、米国の同時多発テロの後 2002 年

12 月にテロ行為防止のための改正が採択された。改正の一部とし

て 、 船 舶 及 び 港 湾 施 設 の 保 安 確 保 の た め に ISPS コ ー ド

（International Ship and Port Facility Security：国際船舶港湾施設保

安コード）が新たに取り入れられた。 

11 TAPA 

TAPA（Transported Asset Protection Association）は、ハイテク製品

の保管・輸送中の紛失・盗難などでの損失防止を目的に、1997 年に

アメリカで電子機器や精密機械メーカーが中心となり、輸送会社や

警備会社なども参画し設立された NPO。TAPA が定めたセキュリティ

要件に対して、規定の点数をクリアすることで TAPA 認証が与えられ

る。会社や部署単位で取得するのではなく、倉庫やセンターなどの

施設ごとに認証を取得する必要がある。 

12 WCO  

世界税関機構。World Customs Organization の略称。正式名称は

関税協力理事会（Customs Cooperation Council）で、1994 年より

WCO をワーキングネームとして使用。ブリュッセルに本拠を置く多国

間組織であり、税関手続きの調和・簡素化を追求。主な活動内容

は、関税や税関手続に関する諸条約の作成及び見直し、貿易円滑

化や安全対策等に関する様々な国際的ガイドライン等の作成の他、

国際的な監視・取締りに係る税関協力や関税技術協力の推進等。 

13 

WCO 

「基準の枠組み」「AEO

ガイドライン」 

「基準の枠組み」は、2001 年 9 月の米国同時多発テロを契機とし、

WCO におけるテロ対策に向けた検討結果を踏まえ、税関当局が国

際貿易の安全確保及び円滑化をするために国際的に実施すべき

方策を基準としてとりまとめたものであり、2005 年 6 月の WCO 総会

で採択された。 

「基準の枠組み」は AEO の概念を組み込んでおり、AEO の要件や

付与できる便益等について解説した「AEO ガイドライン」が 2006 年 6

月の総会において採択され、2007 年 6 月の総会では、「基準の枠組

み」に「AEO ガイドライン」の内容を包含する改正が行なわれた。 

14 インテグレーター  
国際宅配業者など、貨物の集配及び幹線輸送を自ら一貫で行う物

流事業者。 

15 開港  

関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出

港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。（関税法第 2 条

第 1 項第 11 号） 

16 外国貨物  

関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した

貨物（外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。）で輸入

が許可される前のものをいう。（関税法第 2 条第 1 項第 3 号） 

17 外国貿易機  
関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機を

いう。（関税法第 2 条第 1 項第 6 号） 
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No 用語 説明 

18 外国貿易船  
関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をい

う。（関税法第 2 条第 1 項第 5 号） 

19 簡易申告制度  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者につ

いては、輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略さ

れるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うこと等が可能となる制

度。（関税法第 7 条の 2） 

20 港湾 EDI  
港湾における入出港等手続きに係る申請・届出等の電子情報処理

システム。2008 年 10 月に NACCS と統合（No8 参照）。 

21 コンテナー扱い  

コンテナーを利用して輸出（積戻しを含む。）、輸入される貨物をコン

テナーに詰めたまま輸出、輸入申告し、許可を受ける取扱い（関税

法基本通達 67-1-20、関税法基本通達 67-3-12） 

22 事後調査（輸出）  

輸出貨物について、その輸出許可後に申告の内容が適正であった

か否かについて、税関職員が企業等を訪問すること等により、輸出

者、通関業者、輸出の委託者その他の関係者に対して質問し、又

はその貨物についての帳簿書類を調査すること。（関税法第 105 条

第 1 項第 4 号の 2） 

23 事後調査（輸入）  

輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された

貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認

し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な

申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として

実施している。 

調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物について

の契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調

査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税

申告の内容が適切かどうかを確認している。（関税法第 105 条第 1

項第 6 号） 

24 指定保税地域  

保税地域の一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体など

が所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設につい

て、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がま

だ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、我が国を通過す

る貨物（これらをあわせて外国貨物という。）を積卸し、運搬し、又は

一時（原則 1 か月）蔵置することができる。 

25 シングルウィンドウ  

シングルウィンドウとは、関係する複数のシステムを相互に接続・連

携することにより、1 回の入力・送信により、複数の類似手続を同時

に行えるようにするもの。 

26 税関空港  

関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出

港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。（関税法第 2

条第 1 項第 12 号） 

27 総合保税地域  

保税地域の一種類。保税蔵置場・保税工場・保税展示場が有する

輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、我

が国を通過する貨物（これらをあわせて外国貨物という。）の蔵置、

加工、製造、展示等の各種機能を総合的に活用できる地域として税

関長が許可した場所をいう。この制度は、輸入の促進や対内投資事

業の円滑化などの動きを背景として、各種の輸入インフラの集積のメ

リットを助長するため、そのような施設が集積する地域に対応する保

税制度として創設されたものである。 
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No 用語 説明 

28 
ターミナル・オペレータ

ー  

コンテナ・ターミナルの運営主体。港湾におけるコンテナシス

テム全体を統括することはもちろん、作業遂行者として、わが

国においては、港湾運送事業法上の免許取得業者(港運業者)が

行っている。 

29 電子タグ  

IC チップとデータ送受信用のアンテナが埋め込まれたタグであり、

電波を用いて非接触で IC チップに書き込まれたデータの読み出し

や新しいデータの書き込みを行う。IC タグとも言う。 

近、一部の企業において在庫管理や物流管理への電子タグの利

用が始まった。 

30 
到着即時輸入許可制

度  

通関情報処理システム（NACCS）を使用して予備審査制を利用した

輸入申告を行う場合において、当該輸入申告に係る貨物の到着が

確認され次第、輸入申告が行われるとともに、税関検査を要しない

貨物については、直ちに輸入の許可を受けることができる制度。（関

税法第 67 条の 2 第 1 項ただし書、同法施行令第 59 条の 3 第 1 項

第 3 号） 

31 特定保税運送制度  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業

者、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者等で、税関長

の承認を受けた者については、個々の保税運送の承認が不要とな

るほか、特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を

受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことな

どができる制度。（関税法第 63 条の 2） 

32 特定保税承認制度  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場

等の被許可者で、税関長の承認を受けた者については、税関長へ

届け出ることにより保税蔵置場を設置すること等が可能となるほか、

当該届出蔵置場に係る許可手数料も免除となる制度。（関税法第

50 条、第 61 条の 5） 

33 特定輸出申告制度  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者で、

税関長の承認を受けた者については、貨物を保税地域に搬入する

ことなく、自社の倉庫等で輸出申告が可能となるほか、税関による審

査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み（積込

み）が可能となる制度。（関税法第 67 条の 3） 

34 認定通関業者制度  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者

で、税関長の承認を受けた者については、輸入者の委託を受けた

輸入貨物について貨物の引き取り後に納税申告を行うことや、輸出

者の委託を受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出申

告を行うことなどができる制度。（関税法第 79 条） 

35 フォワーダー  

仲介人として輸送を手配し、関連する書類を作成する代理業者。輸

送方法やエリアにより更に分類されるが、一般的には国際輸送を取

り扱う業者を指す。 

36 不開港  

関税法上、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及

び税関空港以外のものをいう。（関税法第 2 条第 1 項第 13 号） 

 

37 包括事前審査制度  

輸出者が、同一種類の貨物を継続して輸出する場合に、予め包括

的に税関の審査を受けておくことにより、個々の輸出申告の際の審

査を簡易・迅速に行うことができる制度。 

なお、本制度は 2008 年 12 月 31 日をもって終了する。 
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No 用語 説明 

38 保税工場  

保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物について関税な

どを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場

所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、

その加工又は製造の期間は原則として 2 年であるが、作業の都合に

よっては、更に期間を延長することも認められる。 

39 保税蔵置場  

保税地域の一種類。輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許

可を受けた貨物、わが国を通過する貨物（これらをあわせて外国貨

物という。）を置くことができる場所として、税関長が許可した場所を

いう。ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置（原則 2 年、延長可能）

することができる。 

40 保税地域  

外国から輸入する貨物について、その関税及びその他の税金を一

時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手

続（通関手続）をするための場所でもある。現在、保税地域の種類

は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合

保税地域の 5 種となっている。 

41 予備審査制度  

輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出

することにより、あらかじめ当該予備申告書の税関審査を受けておく

ことができる制度。本制度により、貨物の到着以前に税関における

書類審査を終了することから、税関検査を要しない貨物について

は、輸入申告後、速やかに輸入許可が得られ、輸入貨物の国内へ

の迅速な引取りが可能となる。 
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第７章 各税関の窓口及び連絡先 

 

特定保税運送制度の詳細については、各税関の特定保税運送制度担当までお問い合わせ

下さい。 

 

 

 

 

・ 函館税関 ・・・・・・・・・・電話：０１３８－４０－４２５４ 

０１３８－４０－４２７５ （※） 

・ 東京税関 ・・・・・・・・・・電話：０３－３５９９－６３４３ 

０３－３５９９－６４２２ （※） 

・ 横浜税関 ・・・・・・・・・・電話：０４５－２１２－６１２５ 

０４５－２１２－６１２０ （※） 

・ 名古屋税関 ・・・・・・・・・電話：０５２－６５４－４１６９ 

０５２－６５４－４０９２ （※） 

・ 大阪税関 ・・・・・・・・・・電話：０６－６５７６－３３９１ 

０６－６５７６－３２１８ （※） 

・ 神戸税関 ・・・・・・・・・・電話：０７８－３３３－３０７１ 

０７８－３３３－３０７６ （※） 

・ 門司税関 ・・・・・・・・・・電話：０５０－３５３０－８４０１ 

０５０－３５３０－８３８７ （※） 

・ 長崎税関 ・・・・・・・・・・電話：０９５－８２８－０１２６ 

０９５－８２８－８６５５ （※） 

・ 沖縄地区税関 ・・・・・・・・電話：０９８－８６２－９２８１ 

０９８－８６２－９８１４ （※） 

※は、特定保税運送制度（ＡＥＯ運送者制度）の専担となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録１：承認・認定申請書（Ｃ-9000 号） 

 

 

 

 

 

[入手先 URL] 

・承認・認定申請書：http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/C9000.doc 

・記載要領：http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/C9000k.pdf 

 

 

 

 



 

 



 

i 

税関様式Ｃ第 9000 号－１ 

受理番号 

 

 

 

 

 

 

 

                             平成  年  月  日 

 
         税 関 長     殿 
                   申請者 
                    住    所 
                    氏名又は名称             ◯印 

（対象事業部門の名称）  
                    電 話 番 号       
                    輸出入者符号 
                    代表者名（法人の場合） 
 
                   代理人 
                    住    所 
                    氏名又は名称             ◯印 
 
・関税法第７条の２第１項に規定する特例輸入者 
・関税法第 50 条第１項（特定保税承認者） 
・関税法第 61 条の５第１項（特定保税承認者） 
・関税法第 63 条の２第１項に規定する特定保税運送者 
・関税法第 67 条の３第１項に規定する特定輸出者 
・関税法第 79 条第１項（認定通関業者） 

の
承認
認定

を受けたいので、下記の 

 とおり申請します。 
 

記 

１． ・関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようとする 
・関税法第 67 条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする 

貨物の品名 

 
 
 
 
 

２． 

・関税法第７条の５第１号イからへまでのいずれか 
・関税法第 51 条第１号イからハまで（第 62 条において準用す
る場合を含む。）のいずれか 

・関税法第 63 条の４第１号イからホまでのいずれか 
・関税法第 67 条の４第１号イからホまでのいずれか 
・関税法第 79 条第３項第１号イからニまでのいずれか 

に該当する事実の有・無 

（該当する事実がある場合にはその内容） 

 
 
 
 
 

 

特例輸入者 
特定保税承認者 
特定保税運送者 
特定輸出者 
認定通関業者 

承認・認定 申請書 
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税関様式Ｃ第 9000 号－２ 
 

 

３． 

 
 
許可を受けている        の名称及び所在地 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４． 
 
その他参考となるべき事項 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５． 申請担当者の氏名、所属及び連絡先 
     

 

 
 
 
 
 

    代理人 

 

 
 
 
 
 

保税蔵置場 

保税工場 

営業所 



 

iii 

 

１．「あて先税関長」欄 

特定保税運送者の承認の申請においては、原則として、主たる貿易業務を行っている 

事業所の所在地を管轄する税関長の職名を記載するものとし、認定通関業者の認定の申 

請においては、申請者が通関業の許可を受けているいずれかの税関長の職名を記載しま 

す。 

 

２．「代理人」欄 

代理人が申請を行う場合に、当該者の住所及び氏名又は名称を記載します。 

 

３．「関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようとする・関税法第67 

条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする貨物の品名」欄 

特定保税運送者の承認申請・認定通関業者の認定申請において、記載する必要はあり 

ません。 

 

４．「関税法第７条の５第１号イからへまでのいずれか・関税法第51 条第１号イからハま 

で（法第62 条において準用する場合を含む。）のいずれか・関税法第63条の４第１号イ 

からホまでのいずれか・関税法第 67 条の４第１号イからホまでのいずれか・関税法第 

79 条第３項第１号イからニまでのいずれかに該当する事実の有無（該当する事実がある 

場合にはその内容）」欄 

特定保税運送者の承認申請にあっては関税法第63 条の４第１号イからホまでのいずれ 

か、認定通関業者の認定申請にあっては同法第79 条第３項第１号イからニまでのいずれ 

かについて記載することとなります。 

 

５．「許可を受けている保税蔵置場・保税工場・営業所の名称及び所在地」欄 

認定通関業者の認定申請において、通関業法（昭和42 年法律第122号）第８条第１項 

に規定する許可を受けている営業所の所在地及び名称を記載するものとし、許可を受け 

ている営業所が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ添付しても差し支えありません。 

 

６．「その他参考となるべき事項」欄 

次のことを記載する必要があります。なお、これらの事項が法令遵守規則に記載され 

ている場合又はこれらの事項を明らかにする書類が添付されている場合には、その記載 

されている範囲又はその明らかにされている範囲内において、申請書への記載を省略又 

は簡略化することができます。 

(1) 特定保税運送者の承認申請 

① 関税法施行令第55 条の２各号のいずれに該当するかの別 

② 役員の氏名及び履歴並びに資本金（申請者が法人である場合に限ります。） 

特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定通関業者承認・認定申請書 

（Ｃ－9000）の記載要領【特定保税運送者・認定通関業者用】 
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③ 国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行っている場合には、そ 

の業務の種類及び概要（認定通関業者及び特定保税承認者である場合を除きます。） 

④ 特例保税運送に関する業務等又は国際運送貨物の運送若しくは管理に関する業務 

に携わる担当者の氏名、職名及び履歴 

⑤ 特定保税運送に関する業務等及び国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行 

う営業所の名称 

(2) 認定通関業者の認定申請 

① 通関業の許可を受けている税関長 

② 役員の氏名及び履歴並びに資本金（申請者が法人である場合に限ります。） 

③ 通関業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要（輸出しよ 

うとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務に限ります。） 

④ 通関業務及び関連業務に携わる担当者の氏名、職名及び履歴（担当者とは、通関 

士を含み、通関業法第22 条第２項に規定する従業者全員となります。） 

⑤ 特例委託輸入者に係る特例申告貨物の輸入申告及び特例申告並びに特定委託輸出 

申告の依頼を受ける予定の営業所の名称 

⑥ 特定保税承認者又は特定保税運送者の承認を受けている場合には、その事実 

 

７．「申請担当者氏名、所属及び連絡先」欄 

申請に係る担当者の氏名、所属部署及び連絡先（電子メールアドレスを含む。）を記載 

し、通関業者による代理申請の場合には、通関業者についても同様に記載することとな 

ります。 

 

８．その他 

申請書（Ｃ－9000）は２通（特定保税運送者の承認申請と認定通関業者の認定申請を 

同時に行う場合には、３通）提出して下さい。 

添付書類として法令遵守規則（２通。特定保税運送者の承認申請と認定通関業者の認 

定申請を同時に行う場合には、３通）のほか、申請者が法人の場合には、法人登記事項 

証明書（１通）を、個人の場合には、本人確認が可能な書類（例えば、住民票等。１通） 

を添付する必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録２：国際運送貨物の運送業務等に係わる法令遵守規則 

 

 

 

 

 

[入手先 URL] 

・法令遵守規則：http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/CPmodel_transporter.doc 
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【注】この法令遵守規則の雛形は、国際運送貨物の運送の一部を外部に委託している場合における標準的な法令遵

守規則の例示です。 

法令遵守規則の制定を検討する場合には、各企業の実情に応じて、本例を参考に、自社に適した法令遵守規

則を作成する必要があります。 

 

国際運送貨物の運送業務等に係る法令遵守規則 

 

第１章 総則 

 

（目的及び適用範囲） 

第１条 ●●社法令遵守規則（以下「本規則」という。）は、●●社（以下「当社」という。）の国

際運送貨物の運送業務及び保税運送等（特定委託輸出に係る運送を含む。以下同じ。）（以下「国

際運送貨物の運送業務等」という。）並びに関税法その他関係法令に規定する税関手続きについ

て、法令を遵守し、業務を適正かつ円滑に遂行することを目的として定める。 

２ 本規則は、当社が行う国際運送貨物の運送業務等及び関税法その他関係法令に規定する税関手

続に適用する。 

 

（基本方針） 

第２条 国際交易の一翼を担う当社は、適正・円滑な輸出入貿易に資する観点から、関税法及びそ

の関連法規を誠実に遵守し、国際運送貨物の運送業務等を適正に行うため、以下を当社の基本方

針とする。 

(1) 国際運送貨物の運送業務等の遂行に際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。 

(2) 法令遵守のため必要な社内体制の整備を図る。 

(3) 本規則及び別途策定する業務手順書に定めるところにより、適正に業務を行う。 

 

第２章 組織 

 

（組織） 

第３条 法令遵守の観点から、国際運送貨物の運送業務等全般に関する責任・管理体制等について

業務の適正な運営を図るため、最高責任者及び下記の部門を置く。 

(1) 総括管理部門（国際運送貨物の運送業務等を総合的に管理する部門をいう。以下同じ。） 

(2) 国際運送貨物運送部門 

(3) 保税運送等管理部門 

(4) 顧客（荷主）管理部門 

(5) 法令監査部門 

 

（最高責任者） 

第４条 適正な国際運送貨物の運送業務等の遂行のため、代表取締役又はこれに準ずる者を最高責

任者とする。 

２ 最高責任者は、第２条に規定する基本方針の適正な実施のため、次条各項に定める社内体制を

整備するとともに、適正な運営がなされるよう有効な施策を講じる。 

 

（社内体制の整備） 

第５条 国際運送貨物の運送業務等の遂行に際しての責任体制を明らかにするため、各部門におけ

る業務内容、従業者の権限及び責任の範囲を明確に定める。 

２ 各部門間、本支店間及び各従業者間等における情報の伝達及び共有化が確実に行われるよう連

絡体制を整備する。また、各部門等における税関その他の関係官庁への連絡体制を整える。 

３ 国際運送貨物の運送業務等に係る知識及び経験に応じて、従業者の適切な配置を行う。 

４ 会計帳簿及び財務書類の作成、保管及び会計監査を行う部門を定め、その責任の範囲を明確に

定める。 
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（総括管理部門） 

第６条 最高責任者は、法令遵守の観点から、総括管理部門を設置し、次の業務を行わせることと

する。 

(1) 社内体制の整備、本規則並びに業務手順書の策定及び改訂 

(2) 各部門への指示、連絡及び調整 

(3) 危機管理体制の整備 

(4) 社内教育及び訓練の実施 

(5) 国際運送貨物の運送業務等の委託先に対する信頼度の調査、指導及び監督 

(6) 法令監査部門からの勧告に対応する業務改善の措置 

 

（国際運送貨物運送部門） 

第７条 国際運送貨物運送部門においては、第５条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定

められた業務手順書に従って国際運送貨物の運送の基本的作業である貨物の搬出入・受渡に係わ

る確実な記帳のほか、搬入、蔵置、取扱い、搬出の各段階での貨物の数量、態様等を把握し、責

任をもってこれらの業務を遂行する。 

２ 必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適合したものであるかについて、

法令監査部門の審査を受けるものとする。 

 

（保税運送等管理部門） 

第８条 保税運送等管理部門においては、第５条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定め

られた業務手順書に従って運送の基本的作業である貨物の発送・到着に係わる確実な記帳のほか、

運送中の貨物の数量、態様等を把握し、責任をもってこれらの業務を遂行する。 

２ 必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適合したものであるかについて、

法令監査部門の審査を受けるものとする。 

 

（顧客（荷主）管理部門） 

第９条 顧客（荷主）管理部門においては、第５条各項の規定に従い体制を整備するとともに、定

められた業務手順書に従って当社が国際運送貨物の運送業務等を委託する顧客（荷主）について、

その資質や経営状況等の把握に努め、責任をもってこれらの業務を遂行する。 

２ 各部門は、必要に応じて個別の業務が関税関係法令や他の法令の規定に適合したものであるか

について、法令監査部門の審査を受けるものとする。 

 

（法令監査部門） 

第１０条 法令監査部門は、国際運送貨物の運送業務等に関する法令遵守を実効あるものとするた

めに、次の業務を行う。 

(1) 業務手順書に則った定期的な監査の実施及び各部門における自己監査の支援 

(2) 個別の国際運送貨物の運送業務等が法令及び本規則に適合しているかの審査及び承認 

(3) 監査結果等に基づく法令遵守に係る業務の改善措置の勧告 

(4) 監査結果及び勧告の最高責任者及び総括管理部門への連絡 

 

（各部門における責任者） 

第１１条 各部門における国際運送貨物の運送業務等を適正に遂行するため、部門ごとに責任者を

設置する。 

２ 責任者は、関連法令、本規則及び業務手順書を理解し、これを遵守するため、各部門における

国際運送貨物の運送業務等に携わる従業者の指導、監督を行うとともに、業務手順書に基づき適

正な指示を行う。 

 

（従業者の責務） 

第１２条 従業者は、第１章に定める基本方針が企業活動の基本であることを理解し、本規則及び

業務手順書に基づき、国際運送貨物の運送業務等を適正に遂行する。 
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第３章 基本的業務 

 

（国際運送貨物の運送手続） 

第１３条 各担当者は、当社が行う国際運送貨物の運送業務における手続について、次条から第１

７条まで及び第２３条に定める手続を厳守するものとする。 

※ 最高責任者の承認並びに総括管理部門及び法令監査部門の確認を受けた場合などにおいて、

船舶、航空機、トラック及び関係施設等の管理部門の責任者が、当該施設等の実情に応じて手

続を定めることとしても差し支えない。 

 

（船舶、航空機又はトラック等の管理） 

第１４条 船舶、航空機又はトラック等に対し無許可のものの侵入を防ぐことにより、船舶、航空

機又は貨物自動車等のセキュリティを確保するものとする。 

２ 船舶、航空機又はトラック等に対するセキュリティ対策は次の各号により実施するものとする。 

 (1) 貨物室内外について不審者、不審物等の有無を定期的に検査する。  

 (2) 特に船舶及び航空機については、内部と外部を隔てる区画や壁板及び扉板の安全性を確保

する。 

 (3) 無許可の者の出入、不正が発見された場合の手続きを整備する。 

 (4) 特に船舶及び航空機については、積荷目録に記載されないものが発見された場合の手続き

を整備する。 

 

（施設管理） 

第１５条 国際運送貨物の運送業務等を行う者が自ら施設を設置する場合には、外部からの不法な

アクセスを防止できるよう、次の各号により施設管理を実施するものとする。 

(1) 適切な施錠を行う。 

(2) 駐車区域を含む施設内外に適切な照明を設置する。 

(3) 危険物その他貨物を損傷し、若しくは腐敗させるおそれの多い貨物については、他の貨物

と区分して適切に蔵置する。 

(4) 貴重品その他盗難のおそれの多い貨物については、特別の保管施設を設け、その施設内に

蔵置させる。 

(5) 従業員及び訪問者の駐車区域は、蔵置貨物の保管区域から分離する。 

(6) 貨物自動車運送事業者が荷主施設等にトラック等を待機させる場合には、当該施設等の管

理担当者と協力し、当該トラック等のセキュリティ確保に努める。 

(7) 警察その他関係当局と連絡をとるための必要な体制を整備する。 

(8) 不法なアクセスを防止するための適切な警報システムを設置する。 

２ 国際運送貨物の運送業務等を行う者が施設設置者の施設を利用する場合にあっては、当該施設

設置者の協力を得て前項に定める施設管理を実施する。 

 

（アクセス管理） 

第１６条 国際運送貨物の運送業務等を行う者は、次の各号により船舶、航空機、トラック及び関

係施設等へのアクセス管理を実施するものとする。 

 (1) 無許可で船舶、航空機、トラック及び関係施設等への出入りを禁止する。 

(2) 必要に応じ港湾管理者、空港管理者等（以下、「施設設置者」という。）の協力を受け、以

下の内容を含む管理体制の整備に努める。 

イ 従業員及び訪問者等に対し、身分証等で入退出の確認を行う。 

ロ 無許可及び不審者等への対応方法を整備する。 

(3) 特に船舶及び航空機にあっては、乗組員及び旅客について、関係法令に従い、乗船名簿等

をあらかじめ作成する。 

(4) 携帯品、郵便物その他船舶、航空機、トラック及び関係施設等に持ち込まれる物品等はそ

の安全を確認する。 

(5) 盗難防止のための警報又はアクセス管理のため、適切な警報システムを設置する。 
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(6) 当該施設区域への自動車の出入りについては、当該自動車を自動車登録番号等により特定、

記録するとともに、駐車中の車両の監視に努める。 

 

（貨物管理） 

第１７条 国際運送貨物の運送業務等を行う者は、貨物情報を確認できないものが船舶、航空機、

トラック及び関係施設等に持ち込まれることのないよう、次の各号により管理体制の整備を実施

するものとする。 

(1) 貨物の搬出入・受渡を管理する現場責任者を選任する。 

(2) 貨物は、現場責任者の監督の下で、搬出入・受渡を行う。 

(3) 貨物に対し検数、検量等を行う。 

(4) 貨物及び貨物用機材のマーキング等が適切であることを確認する。 

(5) 海上コンテナーについては、コンテナーシールが適切であることを確認する。航空コンテ

ナーについては、関係法令等に基づきコンテナーに対する不法なアクセスを防止する措置が

講じられていることを確認する。 

(6) 過小又は過大な積載等、貨物情報に照らし、不自然な積載状況を発見した場合には、直ち

に荷主又は関係者に連絡を行う。 

(7) 運送貨物への不法なアクセスを防止するため、これらを適切に蔵置する（船舶及び航空機

の場合を除く。）。 

(8) 危険物その他貨物を損傷し、若しくは腐敗させるおそれの多い貨物については、他の貨物

と区分して適切に蔵置する。 

(9) 異常事態又は不法なアクセスが発見され、若しくは疑われる場合には、直ちに関係当局へ

報告する。 

(10) 輸入貨物の取扱時において、未通関の貨物に積荷目録（又は船荷証券）に記載されてい

ない貨物が発見された場合には、直ちに税関に報告するとともに、荷主及び関係者に連絡を

行う。 

(11） 空コンテナーの保管に際しては、不法なアクセスを防止できる体制（専用区域の設定、

定期的な巡回等）を整備する。 

(12） コンテナーへの貨物積込みに際しては、積込み前にコンテナー内外の状態を点検する。 

(13） 海上コンテナーについては、貨物積載後のコンテナーの施錠に際し、固有の番号を有する

シール等により適切に行う。航空コンテナーについては、関係法令等に基づきコンテナーに

対する不法なアクセスを防止する措置が講じられていることを確認する。 

 

 

第４章 保税運送等に係る手続体制 

 

 (運送管理手続) 

第１８条 各担当者は、船社や荷主からの委託を受けて当社が行う保税運送等に係る保税地域等か

らの貨物の発送時、運送中、到着時の各段階における貨物管理手続きについて、第１３条から第

１７条までのセキュリティ対策のほか、次条から第２３条までに定める手続きを厳守するものと

する。 

ただし、最高責任者の承認並びに総括管理部門及び法令監査部門の確認を受けた場合にあって

は、各運送管理部門の責任者は、当該部門の実情に応じた手続きを定めることができるものとす

る。 

 

（発送時管理） 

第１９条 外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税地域等から発送するに当たっては、次の各号

に定める事務を行う。 

(1) 貨物を発送する場合は、当該発送貨物に係る船卸表等の情報と当該貨物 の記号、番号、

品名及び数量等の異常の有無を当該貨物管理者とともに確認の上、貨物を搬出する。 

保税運送を行う場合にあっては、当該発送貨物に係る船卸表等の情報を 基に通関情報処

理システム（以下「システム」という。）により運送目録を作成し、保税地域の貨物管理者に
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提示する。 

(2) 提示した書類と当該搬出しようとする貨物の相違を発見したときは、直ちにその内容を運

送管理部門の責任者に連絡する。貨物管理部門の責任者はその内容を直ちに管轄税関の保税

（取締）担当部門へ報告する。 

 

（運送中管理） 

第２０条 外国貨物又は輸出しようとする貨物の運送中は、道路交通法等の法令に従い、確実に運

送を行うとともに、以下の各号の内容を含む管理体制の整備を行うものとする。 

(1) 貨物及び貨物用機材のマーキング等が適切であることを確認する。 

(2) コンテナーシールの施錠状況や外装を確認する。 

(3) 過小又は過大な積載の発見と報告・連絡を行う。 

(4) 運送貨物への不法なアクセスを防止するため、コンテナー等を適切に管理する。 

(5) 運送中に亡失した場合には、直ちにその旨を管轄税関の保税（取締り）担当部門に届け出

る。 

(6) 特定保税運送にあっては発送の日から起算して７日以内、保税運送にあっては個々に指定

された運送期間内に運送先に到着しないときはその旨を到着予定地を管轄する税関の保税（取

締り）担当部門に報告する。なお、この場合においては、貨物にかかる関税等を直ちに納付す

ることとなる。 

 

 （到着時管理） 

第２１条 外国貨物又は輸出しようとする貨物が保税地域等に到着した際には、次の各号に定める

事務を行う。 

(1) 到着した外国貨物等と運送目録又は船卸票等とを対査して、貨物の記号、番号、品名及び

数量等の異常の有無の確認を行う。 

保税運送については、具体的には、保税地域の貨物管理者とともに、到着した外国貨物等

とシステムにより保税地域に配信される「保税運送承認貨物情報」等を対査して、上記の確

認を行う。 

(2) 到着した貨物について次に掲げる事実を確認し又はその疑いがあると 認めた時は、直ち

にその内容を運送管理部門の責任者に連絡する。運送管理部門の責任者はその内容を直ちに管

轄税関の保税（取締）担当部門へ報告する。 

イ 上記(1)及び(2)で対査した書類に記載された品名との相違、数量との過不足、重大な損

傷又はこれに準じる異常。 

ロ 搬入貨物内に、麻薬、覚せい剤又は銃砲刀剣類等輸出入してはならない貨物の存在。 

 

 （認定通関業者との連絡体制の構築） 

第２２条 特定委託輸出に係る運送を行う場合にあっては、第 18 条から第 20 条までに定める手続

きのほか、以下の方法により認定通関業者との連絡体制を構築する。 

(1) 認定通関業者が輸出者と包括契約を締結している場合には、認定通関業 者が行った当該

輸出者の梱包がなされる工場・倉庫等に対する現地調査結果の連絡を受けること。 

個々の運送にあたっては、認定通関業者が確認した貨物の内容等に係る情報を聴取し、当

該情報と運送時に実際に確認した貨物の状況に相違がある場合には、税関に報告するととも

に当該認定通関業者に連絡すること。 

(2) 認定通関業者の委託を受けて特定委託輸出に係る貨物管理を行う場合には、認定通関業者

に求められている当該貨物管理に係る法令遵守規則を遵守する。 

(3) 認定通関業者より税関検査により検査場への貨物の運送に関する指示があった場合には的

確に対応すること。運送中に事故等が発生した場合には、当該特定保税運送者から税関に報告

するとともに、認定通関業者に連絡すること。 

 

（顧客（荷主）管理） 

第２３条  各担当者（営業担当者を含む）は、顧客（荷主）の資質、経営状態等について把握する

よう努めるとともに、寄託、検品、取扱いその他要望等で不審な点を認めた時は、速やかに顧客



6 

（荷主）管理責任者に報告する。顧客（荷主）管理責任者は、当社が行う国際運送貨物の運送等

について無用の事故を防止し、健全な保税地域の運営を図る観点から、貨物管理上必要な顧客（荷

主）の状況を国際運送貨物運送部門又は保税運送等管理部門の責任者に伝達する。 

 

第５章 他法令の法令遵守規則 

 

（他法令の法令遵守規則） 

第２４条 総括管理部門は、他法令の法令遵守規則が別に定められている場合又は変更があった場

合には、税関に報告する。 

 

第６章 関連会社、提携会社等の指導等 

 

（関連会社、提携会社等への委託及び指導） 

第２５条 総括管理部門は、各部門が外部の事業者に国際運送貨物の運送業務等の一部を委託する

場合には、委託の適否について審査を行うとともに、選定に当たっては委託先の信頼性を十分に

把握して各部門に連絡する。 

２ 適正な貨物管理の遂行を図るため、委託先が行うべき業務の内容、責任の範囲、担当者及び責

任者を明確にする。 

３ 委託する業務に応じた法令遵守規則及び業務手順書を委託先に整備させ、これらが本規則及び

当社の業務手順書に整合的であることを確認する。 

４ 総括管理部門は、前２項が適正に運用されるよう、委託先に対する監督及び指導を行う。 

 

第７章 所管官庁との連絡体制 

 

（所管官庁との関係） 

第２６条 関係法令を所管する官庁からの質問、照会に対応する担当責任者をあらかじめ定める。

また、立入調査及び業務改善措置の求め等に対しては、最高責任者の指示の下、各部門が積極的

に協力し、的確に対応する。 

 

第８章 報告及び危機管理 

 

（報告及び危機管理） 

第２７条 国際運送貨物の運送業務等についての事故、法令違反等（以下「事故等」という。）が

発生した際における報告及び連絡体制をあらかじめ整備しておく。 

２ 事故等が発生した場合は、直ちに各部門の責任者に連絡するとともに、各部門の責任者は、事

故等の程度に応じて、総括管理部門及び最高責任者に連絡する。 

３ 総括管理部門は、前項により連絡を受けた事故等の内容及び第８条の規定に基づき行われた監

査の結果を所管官庁に直ちに報告する。 

４ 最高責任者及び総括管理部門は、事故等が発生した原因の究明等を行い、その原因に応じて本

規則等の改善など、再発防止のための必要な措置をとる。 

 

第９章 帳簿書類等の保存 

 

（記帳・記録） 

第２８条 法令に基づき作成又は保存が義務付けられている場合には当該帳簿を作成する部門及

び保管を行う部門を明確にし、それぞれの責任者を定める。 

２ 保存された帳簿及びその修正の履歴は、所管省庁からの照会があったときに速やかに利用可能

となるような状態に整理しておく。 

 

第１０章 教育及び研修 
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 （教育及び研修） 

第２９条 総括管理部門は、関係するすべての役員及び従業者に対して、本規則の方針及び手続き

を理解させ、関係法令、税関周知事項の徹底、本規則における各人の職務を明確に把握させるた

めの教育、訓練を定期的かつ継続的に実施する。 

２ 各部門は、国際運送貨物の運送業務等を適正に遂行するために必要な業務手順書、関係法令集、

参考資料等を整備し、従業者が使いやすい場所に整理及び保管するなど、適時に利用可能となる

ような状態を維持する。 

３ 法令監査部門は、各部門の責任者及び従業者の専門的知識の水準が十分かどうかを確認するた

め、定期監査等によって検証を行う。 

４ 国際運送貨物の運送業務等の全部又は一部を外部の事業者に委託している場合には、委託先の

役員及び従業者に対しても教育及び研修を行う体制を整備する。 

 

第１１章 処分 

 

（処分） 

第３０条 法令及び本規則に違反した従業者は、別に定めるところにより、最高責任者が厳正に処

分する。 

 

第１２章 その他 

 

（規則等の改訂） 

第３１条 本規則及び業務手順書の改訂を行った場合には、改訂後の本規則及び業務手順書を速や

かに所管省庁に提出する。 

 

付則 この規定は、平成 年 月 日から実施する。 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録３：法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 

 

 

[入手先 URL] 

・チェックシート：http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/checksheet02.doc 
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〔
別
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様

式
２
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法
令

遵
守

規
則

の
記

載
内

容
等

に
関

す
る

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
 

 

    

 

特
定

保
税

承
認

者
 

 
□

保
税

蔵
置

場
 

 
□

保
税

工
場

 

□
特

定
保

税
運

送
者

 

□
認

定
通

関
業

者
 

○
○

○
社

 



1
 

１
 

体
制

整
備

等
に

関
す

る
基

本
的

事
項

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

以
下

の
基

本
的

事
項

が
明

記
さ

れ
て

い
る

か
 

 
 

 

㋑
 

法
令

遵
守

規
則

は
、

貨
物

管
理

業
務

、
特

定
保

税
運

送
に

関
す

る
業

務
等

、
国

際
運

送
貨

物
の

運
送

又
は

管
理

に
関

す
る

業
務

、
特

定
輸

出
関

連
業

務
又

は
輸

出
入

関
連

業
務

（
以

下
「

関
係

業
務

」
と

い
う

。
）

を
適

正
に

遂
行

す
る

た
め

必
要

な
措

置
を

定
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋺
 

法
令

遵
守

規
則

が
適

用
さ

れ
る

業
務

等
の

範
囲

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

最
高

責
任

者
は

、
法

令
遵

守
規

則
を

執
行

す
る

に
当

た
っ

て
最

も
適

当
な

者
で

あ

る
か

。
 

（
注

）
最

高
責

任
者

が
下

記
に

該
当

す
る

者
か

否
か

に
つ

い
て

、
十

分
に

注
意

を
払

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 
①

 
指

定
暴

力
団

へ
の

関
与

が
懸

念
さ

れ
る

者
。

 
②

 
国

内
外

の
治

安
に

重
大

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
団

体
等

へ
の

関
与

が
懸

念
さ

れ
る

者
。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

③
 

法
令

遵
守

の
た

め
に

必
要

な
体

制
（

担
当

部
門

、
責

任
者

）
が

明
記

さ
れ

て
い

る

か
。

 

 
㋑

 
特

定
保

税
承

認
者

が
定

め
る

法
令

遵
守

規
則

に
あ

っ
て

は
、

規
則

第
４

条

の
５

第
１

号
イ

（
規

則
第

４
条

の
1
0

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

に
規

定
す

る
各

部
門

及
び

責
任

者
（

申
請

者
が

法
人

で
な

い
場

合
に

あ
っ

て

は
、

規
則

第
４

条
の

５
第

２
号

イ
（

規
則

第
４

条
の

1
0
に

お
い

て
準

用
す

る

場
合

を
含

む
。
）
に

規
定

す
る

者
で

あ
っ

て
、
そ

れ
ぞ

れ
該

当
す

る
者

を
い

う
。

（
注

１
）

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

 
㋺

 
特

定
保

税
運

送
者

が
定

め
る

法
令

遵
守

規
則

に
あ

っ
て

は
、

規
則

第
７

条

の
４

第
１

号
イ

に
規

定
す

る
各

部
門

及
び

責
任

者
（

申
請

者
が

法
人

で
な

い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

規
則

第
７

条
の

４
第

２
号

イ
に

規
定

す
る

者
で

あ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

該
当

す
る

者
を

い
う

。
（

注
１

）
に

お
い

て
同

じ
。
）

 

㋩
 

認
定

通
関

業
者

が
定

め
る

法
令

遵
守

規
則

に
あ

っ
て

は
、

規
則

第
９

条
の

７
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

各
部

門
及

び
責

任
者

（
申

請
者

が
法

人
で

な
い

場

合
に

あ
っ

て
は

、
同

条
第

２
号

イ
に

規
定

す
る

者
で

あ
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

該

当
す

る
者

を
い

う
（

注
１

）
に

お
い

て
同

じ
。
）

 
（

注
１

）
上

記
㋑

か
ら

㋩
に

お
い

て
は

、
規

則
第

４
条

の
５

第
１

号
イ

⑴
（

規
則

第
４

条
の

1
0
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、
第

７
条

の
４

第
１

号
イ

⑴
又

は
第

９
条

の
７

第
１

号
イ

⑴
に

規
定

す
る

部
門

（
以

下
「

総
括

管
理

部
門

」
と

い
う

。
）

及
び

規
則

第
４

条
の

５
第

１
号

イ
⑶

（
規

則
第

４
条

の
1
0
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

第
７

条
の

４
第

１
号

イ
⑷

又
は

第
９

条
の

７
第

1
号

イ
⑶

に
規

定
す

る
部

門
（

以
下

「
監

査
部

門
」

と
い

う
。
）

は
、

そ
れ

ぞ
れ

他
の

部
門

か
ら

独
立

し
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
こ

れ
ら

の
部

門
以

外
の

部
門
（

規
則

第
４

条
の

５
第

１
号

イ
⑵

（
規

則
第

４
条

の
1
0
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
、

第
７

条
の

４
第

１
号

イ
⑵

及
び

⑶
又

は
第

９
条

の
７

第
１

号
イ

⑵
に

規
定

す
る

部
門

。
以

下
「

事
業

部
門

」
と

い
う

。
）

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 
に

つ
い

て
は

、
申

請
者

の
実

情
に

応
じ

、
一

の
部

門
が

他
の

部
門

の
業

務
を

兼
務

し
て

も
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

が
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
旨

が
法

令
遵

守
規

則
に

明
記

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。
 

（
注

２
）
責

任
者

及
び

配
置

す
る

従
業

員
が

下
記

に
該

当
す

る
者

か
否

か
に

つ
い

て
、
十

分
に

注
意

を
払

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 
①

 
 
指

定
暴

力
団

へ
の

関
与

が
懸

念
さ

れ
る

者
。

 
②

 
国

内
外

の
治

安
に

重
大

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
団

体
等

へ
の

関
与

が
懸

念
さ

れ
る

者
。
 

④
 

各
部

門
に

つ
い

て
、

以
下

の
措

置
は

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

 

㋑
 

責
任

者
は

、
当

該
部

門
の

業
務

を
適

正
に

執
行

す
る

た
め

の
権

限
が

賦
与

さ
れ

、
関

係
業

務
に

関
す

る
必

要
な

知
識

及
び

経
験

を
有

し
て

い
る

か
。

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

従
業

者
の

業
務

、
権

限
及

び
責

任
の

範
囲

が
明

確
に

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

業
務

の
種

類
及

び
量

に
照

ら
し

て
、

適
正

な
数

の
従

業
員

が
配

置
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋩
 

各
部

門
間

等
の

情
報

の
伝

達
及

び
共

有
化

が
適

正
に

行
え

る
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

⑤
 

貨
物

管
理

業
務

の
一

部
、

特
定

保
税

運
送

に
関

す
る

業
務

等
の

全
部

若
し

く
は

一
部

、
国

際
運

送
貨

物
の

運
送

若
し

く
は

管
理

に
関

す
る

業
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
又

は
輸

出
入

関
連

業
務

の
一

部
（

寄
託

を
受

け
た

貨
物

に
関

す
る

業
務

（
通

関
業

務
を

除
く

。
以

下
同

じ
。
）

に
係

る
契

約
の

締
結

及
び

税
関

手
続

が
申

請
者

の
名

に
よ

り
行

わ
れ

、
か

つ
当

該
承

認
申

請
者

が
貨

物
に

関
す

る
業

務
に

つ
い

て
自

ら
が

主
体

と
な

っ
て

行
う

範
囲

内
の

も
の

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

を
関

連
会

社
等

に
委

託
す

る
場

合
に

は
、

当
該

関
連

会
社

の
委

託
の

適
否

が
適

正
に

確
認

さ
れ

、
適

正
な

選
定

が
な

さ
れ

て
い

る
か

。
 

（
注

）
税

関
又

は
関

係
す

る
監

督
官

庁
に

よ
り

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す

る
認

定
等

を
受

け
た

事

業
者

へ
の

委
託

が
望

ま
し

い
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

⑥
 

荷
主

等
か

ら
寄

託
さ

れ
る

貨
物

の
保

管
等

を
行

う
保

税
蔵

置
場

（
法

第
5
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

届
出

を
行

お
う

と
す

る
場

所
に

係
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

又
は

保
税

工
場

（
法

第
6
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

届
出

を
行

お
う

と
す

る
場

所
に

係
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

に
お

い
て

、
荷

主
等

の
資

質
の

把
握

及
び

荷
主

等
か

ら
寄

託
さ

れ
る

貨
物

の
受

託
の

適
否

の
判

断
が

適
正

に
な

さ
れ

て
い

る
か

。
 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

□
Ｎ

Ｏ
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２
 

各
部

門
の

業
務

内
容

等
に

関
す

る
事

項
 

⑴
 

総
括

管
理

部
門

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

総
括

管
理

部
門

は
、

法
令

遵
守

の
観

点
か

ら
、

関
係

業
務

を
総

合
的

に
管

理
で

き
る

立
場

に
あ

る
か

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

総
括

管
理

部
門

は
、

法
令

遵
守

規
則

の
適

正
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
っ

て
い

る
か

。
 

（
注

）
申

請
者

に
お

い
て

法
令

遵
守

規
則

の
適

正
な

実
施

が
確

保
さ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
ら

の
業

務
の

全
て

が
網

羅
さ

れ
て

お
ら

ず
、
又

は
こ

れ
ら

の
業

務
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
業

務
が

事
業

部
門

が
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 

 
 

㋑
 

社
内

体
制

及
び

法
令

遵
守

規
則

の
整

備
（

必
要

な
場

合
の

見
直

し
及

び
改

善
を

含
む

。
）

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

関
係

業
務

に
関

す
る

各
部

門
に

対
す

る
指

示
、

連
絡

及
び

調
整

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

関
係

業
務

に
関

す
る

各
部

門
又

は
顧

客
等

か
ら

の
相

談
の

受
付

及
び

回
答

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋥
 

法
令

遵
守

状
況

の
監

査
の

支
援

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋭
 

危
機

管
理

体
制

の
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋬
 

社
内

教
育

及
び

訓
練

の
計

画
及

び
実

施
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋣
 

関
係

業
務

（
通

関
業

務
を

除
く

。
㋠

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
委

託
す

る
関

連
会

社
等

の
信

頼
度

の
調

査
及

び
委

託
の

適
否

の
判

断
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

㋠
 

関
連

会
社

等
へ

の
関

係
業

務
に

関
す

る
指

導
及

び
監

督
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

 
㋷

 
荷

主
等

か
ら

寄
託

さ
れ

る
貨

物
の

保
管

を
行

う
保

税
蔵

置
場

又
は

保
税

工
場

に
お

け
る

、
荷

主
等

の
信

頼
度

の
調

査
及

び
荷

主
等

か
ら

寄
託

さ
れ

る
貨

物
の

受
託

の
適

否
の

判
断

 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋦
 

国
際

運
送

貨
物

の
運

送
又

は
管

理
の

依
頼

を
受

け
る

際
の

荷
主

等
の

信
頼

度
の

調
査

及
び

荷
主

等
か

ら
寄

託
さ

れ
る

貨
物

の
受

託
の

適
否

の
判

断
 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

 
 

㋸
 

輸
出

入
者

か
ら

通
関

手
続

の
依

頼
を

受
け

る
際

の
当

該
輸

出
入

者
の

資
質

の
把

握
、

輸
出

入
者

コ
ー

ド
の

保
有

状
況

の
確

認
及

び
当

該
手

続
の

依
頼

を
受

け
る

こ
と

の
適

否
の

判
断

 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋾
 

輸
出

入
者

へ
の

通
関

手
続

、
遵

守
す

べ
き

貿
易

関
係

法
令

等
に

関
す

る
教

示
又

は
助

言
 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

⑵
 

事
業

部
門

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

「
事

業
部

門
」

に
は

、
担

当
す

る
業

務
毎

に
、

そ
の

知
識

及
び

経
験

に
照

ら
し

て
相

応
し

い
従

業
員

が
配

置
さ

れ
て

い
る

か
。

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

各
事

業
部

門
は

、
関

係
業

務
を

適
正

に
遂

行
す

る
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
。

 
（

注
）
申

請
者

に
お

い
て

関
係

業
務

の
適

正
な

実
施

が
確

保
さ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
こ

れ

ら
の

措
置

の
全

て
が

講
じ

ら
れ

て
い

な
く

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 

 
 

㋑
 

当
該

事
業

部
門

に
お

け
る

業
務

処
理

体
制

の
構

築
及

び
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

当
該

事
業

部
門

に
お

け
る

業
務

手
順

書
等

の
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

当
該

事
業

部
門

内
に

お
け

る
指

示
、

報
告

等
に

関
す

る
連

絡
系

統
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋥
 

当
該

事
業

部
門

と
税

関
そ

の
他

の
関

係
省

庁
と

の
連

絡
窓

口
の

確
定

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋭
 

当
該

事
業

部
門

の
業

務
に

関
す

る
法

令
審

査
体

制
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋬
 

従
業

員
に

対
す

る
法

令
遵

守
の

認
識

及
び

法
令

遵
守

規
則

の
理

解
の

徹
底

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋣
 

監
査

部
門

に
よ

る
監

査
結

果
に

基
づ

く
改

善
勧

告
を

業
務

手
順

等
に

適
正

に
反

映
さ

せ
る

た
め

の
体

制
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋠
 

関
係

業
務

に
関

す
る

税
関

手
続

等
が

、
法

及
び

他
の

法
令

の
規

定
に

適
合

し
た

も
の

で
あ

る
か

否
か

を
審

査
す

る
手

順
及

び
体

制
の

整
備

（
法

令
審

査
担

当
部

門
の

設
置

等
）

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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３
 

税
関

手
続

の
履

行
に

関
す

る
事

項
 

⑴
 

保
税

蔵
置

場
及

び
保

税
工

場
に

関
す

る
税

関
手

続
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項
 

自
己

評
価

及
び

実
施

内
容

（
実

施
状

況
）

等
 

税
関

審
査

欄
 

特
定

保
税

承
認

者
に

係
る

保
税

蔵
置

場
又

は
保

税
工

場
に

お
け

る
貨

物
管

理
業

務
に

関

し
、
搬

入
、
蔵

置
、
取

扱
い

、
搬

出
の

各
段

階
に

お
い

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 

（
注

）
保

税
蔵

置
場

又
は

保
税

工
場

に
法

又
は

そ
の

他
の

法
令

に
違

反
す

る
恐

れ
が

あ
る

貨
物

を
置

か
な

い

た
め

の
措

置
を

講
じ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

 
 

 

㋑
 

保
税

地
域

以
外

の
場

所
に

外
国

貨
物

（
法

第
3
0
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
貨

物
を

除
く

。
）

を
置

か
な

い
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

㋺
 

法
第

6
9
条

の
1
1
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

４
号

ま
で

、
第

５
号

の
２

及
び

第

６
号

に
掲

げ
る

貨
物

（
輸

入
の

目
的

以
外

の
目

的
で

本
邦

に
到

着
し

た
も

の
に

限
る

。
）

は
、

保
税

地
域

に
置

か
な

い
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋩

 
 
外

国
貨

物
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

期
間

の
遵

守
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋥

 
業

務
の

一
部

を
関

連
会

社
等

へ
委

託
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
関

連
会

社
等

へ
の

指
導

及
び

監
督

 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

  
㋭

 
荷

主
等

か
ら

寄
託

さ
れ

る
貨

物
の

保
管

を
行

う
保

税
蔵

置
場

又
は

保
税

工
場

に
お

け
る

、
荷

主
等

の
信

頼
度

の
調

査
及

び
荷

主
等

か
ら

寄
託

さ
れ

る
貨

物
の

受
託

の
適

否
の

判
断

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

  
㋬

 
上

記
㋑

か
ら

㋭
ま

で
の

ほ
か

、
保

税
蔵

置
場

又
は

保
税

工
場

の
許

可
を

受
け

た
者

が
行

う
法

第
４

章
第

３
節

又
は

第
４

節
に

規
定

す
る

手
続

の
適

正
な

履
行

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

⑵
 

特
定

保
税

運
送

に
関

す
る

税
関

手
続

 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

特
定

保
税

運
送

者
に

係
る

外
国

貨
物

又
は

輸
出

し
よ

う
と

す
る

貨
物

の
保

税
地

域
等

か

ら
の

発
送

時
、
運

送
中

、
到

着
時

の
各

段
階

に
お

け
る

貨
物

管
理

手
続

き
に

お
い

て
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 

 
 

 

 
㋑

 
貨

物
を

発
送

す
る

場
合

は
、
当

該
発

送
貨

物
に

係
る

船
卸

表
等

の
情

報
と

当

該
貨

物
の

記
号

、
番

号
、

品
名

及
び

数
量

等
の

異
常

の
有

無
を

当
該

貨
物

管
理

者
と

と
も

に
確

認
の

上
、

貨
物

を
搬

出
す

る
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

㋺
 

運
送

中
は

、
貨

物
管

理
体

制
の

整
備

に
努

め
る

と
と

も
に

、
道

路
交

通
法

等

の
法

令
に

従
い

、
確

実
に

運
送

を
行

う
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋩

 
到

着
し

た
外

国
貨

物
等

と
運

送
目

録
、

ボ
ー

ト
ノ

ー
ト

又
は

A
i
r
 
W
a
y
b
i
l
l

等
と

を
対

査
し

て
、

貨
物

の
記

号
、

番
号

、
品

名
及

び
数

量
等

の
異

常
の

有
無

の
確

認
を

行
う

こ
と

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋥

 
特

定
委

託
輸

出
に

係
る

運
送

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
認

定
通

関
業

者
と

の
連

絡
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

  

㋭
 

業
務

の
一

部
を

関
連

会
社

等
へ

委
託

す
る

場
合

に
お

け
る

当
該

関
連

会
社

等
へ

の
指

導
及

び
監

督
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋬

 
国

際
運

送
貨

物
の

運
送

又
は

管
理

の
依

頼
を

受
け

る
際

の
荷

主
等

の
信

頼

度
の

調
査

及
び

荷
主

等
か

ら
寄

託
さ

れ
る

貨
物

の
受

託
の

適
否

の
判

断
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋣

 
上

記
㋑

か
ら

㋬
ま

で
の

ほ
か

、
保

税
蔵

置
場

又
は

保
税

工
場

の
許

可
を

受
け

た
者

が
行

う
法

第
４

章
第

３
節

又
は

第
４

節
に

規
定

す
る

手
続

の
適

正
な

履

行
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
⑶

 
認

定
通

関
業

者
に

関
す

る
税

関
手

続
 

№
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

特
例

申
告

貨
物

に
係

る
輸

入
申

告
（

以
下

単
に

「
輸

入
申

告
」

と
い

う
。
）

に
関

し
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 

 
 

 

㋑
 
 
輸

入
者

か
ら

依
頼

を
受

け
た

輸
入

申
告

に
つ

い
て

、
通

関
依

頼
書

、

仕
入

書
等

の
関

係
書

類
が

適
正

に
提

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

及
び

当
該

申
告

に
係

る
貨

物
の

価
格

に
照

ら
し

て
必

要
な

担
保

が
税

関
に

提
供

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

の
確

認
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

仕
入

書
等

の
関

係
書

類
等

に
基

づ
く

適
正

な
輸

入
申

告
の

履
行

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 
 
輸

入
申

告
を

行
お

う
と

す
る

事
項

と
当

該
申

告
に

係
る

貨
物

の
現

況
が

一
致

し
て

い
る

こ
と

の
確

認
（

特
例

委
託

輸
入

者
に

係
る

輸
入

申

告
に

お
い

て
は

、
顧

客
の

信
用

状
況

、
資

質
等

に
応

じ
て

的
確

に
確

認

を
行

う
こ

と
が

必
要

。
）

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

①
 

 

㋥
 

審
査

又
は

検
査

が
必

要
と

さ
れ

た
場

合
の

関
係

書
類

の
提

出
及

び
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
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№
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

検
査

へ
の

対
応

の
準

備
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

特
例

申
告

に
関

し
、
次

に
掲

げ
る

事
項

が
確

保
さ

れ
る

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 
 

 
 

㋑
 

法
第

７
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

期
限

ま
で

に
適

正
に

特
例

申

告
が

さ
れ

る
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

 

㋺
 

輸
入

許
可

書
等

に
基

づ
き

適
正

に
特

例
申

告
が

さ
れ

る
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

特
定

委
託

輸
出

申
告

に
関

し
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 
 

 
 

㋑
 

輸
出

者
か

ら
依

頼
を

受
け

た
特

定
委

託
輸

出
申

告
に

つ
い

て
、
通

関

依
頼

書
、
仕

入
書

等
の

関
係

書
類

が
適

正
に

提
供

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

確
認

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

仕
入

書
等

の
関

係
書

類
等

に
基

づ
く

適
正

な
特

定
委

託
輸

出
申

告

の
履

行
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

次
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
特

定
委

託
輸

出
申

告
を

行
お

う
と

す
る

事
項

と
当

該
申

告
に

係
る

貨
物

の
現

況
が

一
致

し
て

い
る

こ
と

の
確

認
 

Ａ
 

関
係

書
類

に
よ

る
確

認
（

継
続

的
に

特
定

委
託

輸
出

申
告

を
行

う
輸

出
者

か
ら

委
託

を
受

け
た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
申

告
に

係
る

貨
物

が
置

か
れ

て
い

る
場

所
に

お
け

る
貨

物
の

管
理

体
制

を
半

年
に

１
度

確
認

し
、

そ
の

結
果

を
税

関
に

報
告

す
る

も
の

に
限

る
。
）

 
Ｂ

 
貨

物
に

よ
る

確
認

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋥
 

審
査

又
は

検
査

が
必

要
と

さ
れ

た
場

合
の

関
係

書
類

の
提

出
及

び

検
査

へ
の

対
応

の
準

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋭
 

特
定

委
託

輸
出

申
告

に
係

る
貨

物
を

外
国

貿
易

船
等

へ
積

み
込

も

う
と

す
る

開
港

、
税

関
空

港
又

は
不

開
港

ま
で

の
運

送
を

行
う

特
定

保

税
運

送
者

へ
、
当

該
申

告
に

係
る

貨
物

の
記

号
、
番

号
、
品

名
、
数

量
、

申
告

の
時

期
そ

の
他

当
該

貨
物

を
特

定
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
の

連
絡

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

③
 

 

㋬
 

税
関

に
よ

る
必

要
な

検
査

、
運

送
中

の
事

故
等

へ
対

応
す

る
た

め
の

特
定

保
税

運
送

者
と

の
連

絡
体

制
の

整
備

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

特
例

申
告

貨
物

に
係

る
輸

入
申

告
及

び
特

例
申

告
並

び
に

特
定

委
託

輸
出

申
告

そ
の

他
の

通
関

手
続

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

及

び
体

制
は

整
え

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 

 
 

④
 

 

 
㋑

 
通

関
業

務
以

外
の

輸
出

入
関

連
業

務
の

全
部

又
は

一
部

を
関

連
会

社
等

へ
委

託
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
関

連
会

社
等

へ
の

指
導

及
び

監
督

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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№
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

㋺
 

輸
出

入
者

か
ら

通
関

手
続

の
依

頼
を

受
け

る
際

の
当

該
輸

出
入

者

の
資

質
の

把
握

、
輸

出
入

者
コ

ー
ド

の
保

有
状

況
の

確
認

及
び

当
該

手

続
の

依
頼

を
受

け
る

こ
と

の
適

否
の

判
断

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

輸
出

入
者

に
対

し
通

関
手

続
に

お
い

て
必

要
と

な
る

書
類

、
適

用
さ

れ
る

税
率

、
各

種
通

関
手

続
に

お
け

る
利

便
性

の
違

い
等

に
つ

い
て

助

言
す

る
と

と
も

に
、
当

該
手

続
に

お
い

て
遵

守
す

べ
き

貿
易

関
係

法
令

を
教

示
す

る
こ

と
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

⑤
 

上
記

①
か

ら
④

の
ほ

か
、

法
、

通
関

業
法

そ
の

他
の

法
令

に
規

定
す

る
輸

出
入

関

連
業

務
に

関
す

る
手

続
の

適
正

な
履

行
及

び
通

関
業

務
に

係
る

貨
物

に
つ

い
て

必
要

な
確

認
の

的
確

な
履

行
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

  ４
 

貨
物

管
理

の
履

行
に

関
す

る
事

項
 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

移
動

中
の

貨
物

に
つ

い
て

、
運

送
経

路
、

運
送

方
法

、
貨

物
の

現
在

地
及

び
現

状
を

適
正

に
把

握
で

き
る

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
（

特
定

保
税

運
送

者
の

承
認

申
請

に
お

け
る

審
査

の
場

合
に

限
る

。
）
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

貨
物

が
次

に
掲

げ
る

状
況

に
あ

る
場

合
に

、
当

該
状

況
等

の
確

認
が

適
時

適
切

に
行

い
得

る
手

順
及

び
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
か

（
特

定
保

税
運

送
者

の
承

認
申

請
に

お
け

る
審

査
の

場
合

に
限

る
。
）
。

 
㋑

 
貨

物
に

係
る

外
国

貿
易

船
又

は
外

国
貿

易
機

（
以

下
「

外
国

貿
易

船
等

」
と

い
う

。
）

か
ら

の
陸

揚
げ

の
状

況
、

港
湾

施
設

又
は

空
港

施
設

そ
の

他
の

保
税

地
域

等
（

以
下

「
港

湾
施

設
等

」
と

い
う

。
）

へ
の

搬
入

又
は

搬
出

の
状

況
及

び
当

該
港

湾
施

設
等

か
ら

保
管

施
設

等
へ

の
移

動
の

状
況

。
 

㋺
 

貨
物

に
係

る
保

管
施

設
等

か
ら

港
湾

施
設

等
へ

の
移

動
の

状
況

、
港

湾
施

設
等

へ
の

搬
入

又
は

搬
出

の
状

況
及

び
外

国
貿

易
船

等
へ

の
積

込
み

の
状

況
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

③
 

貨
物

の
蔵

置
場

所
に

お
い

て
、

以
下

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

（
認

定
通

関
業

者
の

認
定

申
請

に
お

け
る

審
査

の
場

合
を

除
く

。
）
。

 
 

 
 

㋑
 

適
切

な
保

管
（

亡
失

、
盗

難
等

の
防

止
）

を
図

る
た

め
の

人
若

し
く

は
車

両
の

出
入

り
又

は
貨

物
の

搬
出

入
の

確
認

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

上
記

㋑
の

確
認

内
容

の
記

録
及

び
一

定
期

間
の

保
存

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋩
 

施
錠

、
障

壁
、

フ
ェ

ン
ス

、
照

明
等

の
十

分
な

整
備

並
び

に
警

備
員

の
配

置
（

カ
メ

ラ
に

よ
る

撮
影

を
含

む
。
）
及

び
定

期
的

な
巡

回
警

備
の

実
施

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
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N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

㋥
 

管
理

対
象

貨
物

と
そ

の
他

の
貨

物
の

区
分

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋭
 

保
管

中
の

貨
物

に
異

常
が

あ
っ

た
場

合
の

管
理

統
括

部
門

へ
の

報
告

な
ど

必
要

な
措

置
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

④
 

申
請

者
が

運
送

又
は

管
理

す
る

貨
物

の
管

理
の

た
め

、
次

に
掲

げ
る

事
項

が
確

保

さ
れ

る
手

順
及

び
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
か

（
特

定
保

税
運

送
者

の
承

認
申

請

に
お

け
る

審
査

の
場

合
に

限
る

。
）
。

 

 

 
 

㋑
 

船
舶

、
航

空
機

又
は

貨
物

自
動

車
等

に
対

す
る

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の

た
め

の
必

要
な

措
置

の
実

施
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

船
舶

、
航

空
機

、
貨

物
自

動
車

等
、

倉
庫

又
は

上
屋

等
へ

の
適

切
な

ア

ク
セ

ス
管

理
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

貨
物

情
報

を
確

認
で

き
な

い
も

の
が

船
舶

、
航

空
機

、
貨

物
自

動
車

等
、

倉
庫

又
は

上
屋

等
に

持
ち

込
ま

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
の

管
理

体
制

の
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋥
 

自
ら

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

外
部

か
ら

の
不

法
な

ア
ク

セ
ス

を

防
止

す
る

た
め

の
適

切
な

施
設

管
理

の
実

施
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋭
 

施
設

設
置

者
の

施
設

を
利

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
上

記
㋑

か
ら

㋥

ま
で

に
定

め
る

施
設

管
理

の
実

施
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

⑤
 

貨
物

の
管

理
を

運
送

業
者

又
は

倉
庫

業
者

等
の

関
連

業
者

に
委

託
し

て
い

る
場

合
又

は
貨

物
管

理
業

務
の

一
部

を
他

の
者

に
委

託
す

る
場

合
に

は
、

当
該

関
連

業
者

が
貨

物
管

理
に

関
す

る
体

制
を

整
備

し
て

い
る

か
。

 
（

注
）

倉
庫

業
者

に
お

い
て

は
、

特
定

保
税

承
認

者
で

あ
る

こ
と

、
フ

ォ
ワ

ー
ダ

ー
等

に
お

い
て

は
、

特
定

保
税

運
送

者
又

は
国

土
交

通
省

に
よ

り
特

定
フ

ォ
ワ

ー
ダ

ー
と

認
め

ら
れ

て
い

る
な

ど
が

望
ま

し
く

、
特

定
保

税
承

認
者

又
は

特
定

保
税

運
送

者
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、
本

事
項

の
審

査
を

要
し

な
い

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

⑥
 

依
頼

を
受

け
た

通
関

業
務

に
係

る
貨

物
に

つ
い

て
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
の

観
点

か
ら

必
要

な
確

認
（

人
の

生
命

又
は

財
産

を
害

す
る

急
迫

し
た

危
険

を
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

貨
物

の
有

無
の

確
認

を
い

う
。
）
を

行
う

体
制

を
整

備
し

て
い

る
か
（

認
定

通
関

業
者

の
認

定
申

請
に

お
け

る
審

査
の

場
合

に
限

る
。
）
。

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

□
Ｎ

Ｏ
 

 
 

⑦
 

上
記

⑥
に

よ
り

危
険

貨
物

を
発

見
し

た
場

合
に

は
、

当
該

貨
物

の
隔

離
、

除
去

、
関

係
省

庁
へ

の
通

報
そ

の
他

人
命

及
び

周
辺

の
地

域
に

お
け

る
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

の
体

制
を

整
備

し
て

い
る

か
。

 

□
Ｙ

Ｅ
Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

   



1
0
 

５
 

監
査

体
制

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

法
令

遵
守

規
則

の
適

正
な

実
施

を
確

保
す

る
た

め
の

監
査

体
制

は
整

備
さ

れ
、

適

正
な

監
査

を
行

う
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
。

 
（

注
）
申

請
者

に
お

い
て

適
正

な
監

査
の

遂
行

が
確

保
さ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
ら

の

措
置

の
全

て
が

講
じ

ら
れ

て
い

な
く

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 
 

 

㋑
 

適
格

な
監

査
人

の
選

定
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

監
査

対
象

部
署

の
適

正
な

選
定

と
明

確
化

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋩
 

監
査

事
項

の
適

正
な

設
定

と
明

確
化

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋥
 

監
査

時
期

の
適

正
な

設
定

と
明

確
化

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
.
 

㋭
 

監
査

方
法

の
高

度
化

に
向

け
た

随
時

の
見

直
し

体
制

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

監
査

結
果

に
つ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

体
制

は
整

備
さ

れ
て

い
る

か
。

 
 

 
 

㋑
 

最
高

責
任

者
及

び
総

括
管

理
部

門
へ

の
報

告
体

制
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋺
 

監
査

の
対

象
と

な
っ

た
事

業
部

門
に

必
要

な
改

善
措

置
が

速
や

か
に

勧

告
さ

れ
、

そ
れ

が
確

実
に

履
行

さ
れ

る
体

制
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

          



1
1
 

６
 

他
法

令
の

遵
守

規
則

に
関

す
る

事
項

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

他
法

令
の

遵
守

規
則

が
定

め
ら

れ
て

い
る

場
合

（
貨

物
管

理
業

務
の

一
部

、
特

定
保

税
運

送
に

関
す

る
業

務
等

、
国

際
運

送
貨

物
の

運
送

若
し

く
は

管
理

に
関

す
る

業
務

の
一

部
又

は
輸

出
入

関
連

業
務

の
一

部
を

他
の

者
に

委
託

し
て

い
る

場
合

で
、

当
該

委
任

を
受

け
た

者
が

他
法

令
の

遵
守

規
則

を
定

め
て

い
る

場
合

を
含

む
。

下
記

②
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
、

そ
の

名
称

及
び

目
的

が
明

記
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

他
法

令
の

遵
守

規
則

に
関

し
て

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。

 
 

㋑
 

そ
の

内
容

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
、

そ
の

変
更

内
容

が
税

関
手

続
又

は
貨

物
若

し
く

は
貨

物
の

物
流

等
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

場
合

の
速

や
か

な
税

関
へ

の
報

告
 

 
㋺

 
他

法
令

の
遵

守
規

則
に

関
し

て
事

故
又

は
違

法
行

為
等

が
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
事

故
又

は
違

法
行

為
等

が
税

関
手

続
又

は
貨

物
若

し
く

は
貨

物
の

物
流

等
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

場
合

の
速

や
か

な
税

関
へ

の
報

告
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 ７
 

関
連

会
社

等
の

指
導

等
に

関
す

る
事

項
 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

申
請

者
の

関
係

業
務

に
関

し
て

業
務

上
関

連
を

有
す

る
子

会
社

若
し

く
は

関
連

会
社

（
例

え
ば

、
貨

物
管

理
業

務
の

一
部

を
委

託
し

て
い

る
会

社
等

。
）

又
は

こ
れ

ら
の

業
務

の
全

部
又

は
一

部
を

委
託

し
て

い
る

通
関

業
者

、
運

送
業

者
又

は
倉

庫
業

者
等

（
以

下
「

関
連

会
社

等
」

と
い

う
。
）

は
、

申
請

者
と

連
携

し
て

こ
れ

ら
の

業
務

を
適

正
に

遂
行

す
る

責
務

を
有

す
る

こ
と

が
契

約
書

等
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

申
請

に
当

た
り

求
め

ら
れ

る
税

関
手

続
及

び
貨

物
管

理
の

履
行

に
関

す
る

事
項

の
遵

守
が

関
連

会
社

等
に

お
い

て
確

保
さ

れ
る

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

か
。

 

（
注

）
契

約
書

等
に

お
い

て
明

記
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

③
 

関
連

会
社

等
に

関
す

る
情

報
を

十
分

に
把

握
し

、
適

正
な

業
務

の
遂

行
を

確
保

す
る

た
め

の
連

絡
、

指
導

及
び

管
理

の
手

順
及

び
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

    



1
2
 

８
 

税
関

と
の

連
絡

体
制

に
関

す
る

事
項

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

税
関

と
の

連
絡

を
担

当
す

る
者

（
又

は
部

署
）

は
確

立
さ

れ
て

い
る

か
。

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

次
に

掲
げ

る
場

合
に

、
直

ち
に

税
関

へ
連

絡
す

る
手

順
及

び
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
㋑

 
令

第
4
2
条

第
５

項
、

第
5
0
条

の
４

第
５

項
、

第
5
5
条

の
５

第
５

項
又

は
第

6
9
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

届
出

を
行

う
必

要
が

生
じ

た
場

合
。

 
㋺

 
関

係
業

務
に

関
す

る
貨

物
に

つ
い

て
、

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

及
び

不
審

な
点

又
は

不
審

な
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。

 
 

㋩
 

関
係

業
務

に
関

し
て

、
違

法
行

為
等

不
適

正
な

処
理

が
行

わ
れ

た
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

。
 

㋥
 

税
関

か
ら

あ
っ

た
連

絡
又

は
照

会
等

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
を

直
ち

に
担

当
す

る
部

門
等

に
伝

達
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 ９
 

報
告

及
び

危
機

管
理

に
関

す
る

事
項

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

社
内

に
お

け
る

連
絡

体
制

は
、

例
え

ば
、

以
下

の
手

順
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
よ

う
に

整
備

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
㋑

 
各

部
門

の
担

当
部

署
か

ら
当

該
部

門
の

責
任

者
へ

の
報

告
。

 
 

㋺
 

当
該

責
任

者
か

ら
総

括
管

理
部

門
へ

の
報

告
。

 
 

㋩
 

総
括

管
理

部
門

か
ら

最
高

責
任

者
へ

の
報

告
。

 
 

㋥
 

各
部

門
の

責
任

者
か

ら
他

の
部

門
の

責
任

者
へ

の
報

告
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

次
に

掲
げ

る
事

態
が

生
じ

た
場

合
に

、
直

ち
に

上
記

①
に

よ
り

報
告

さ
れ

る
と

と
も

に
、

原
因

を
究

明
し

、
再

発
防

止
策

を
講

じ
る

な
ど

の
手

順
及

び
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
㋑

 
関

係
業

務
に

関
す

る
貨

物
に

係
る

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

。
 

 
㋺

 
関

係
業

務
に

関
し

て
、

違
法

行
為

等
不

適
正

な
処

理
が

行
わ

れ
た

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
。

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

     



1
3
 

1
0
 

帳
簿

書
類

の
作

成
及

び
保

管
等

に
関

す
る

事
項

 

N
o
 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項

 
自

己
評

価
及

び
実

施
内

容
（

実
施

状
況

）
等

 
税

関
審

査
欄

 

①
 

帳
簿

書
類

又
は

保
税

帳
簿

の
作

成
及

び
保

管
に

関
し

、
次

に
掲

げ
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
。

 
 

 
 

㋑
 

帳
簿

書
類

又
は

保
税

帳
簿

の
記

載
を

担
当

す
る

部
署

及
び

責
任

者
、

そ
の

保
管

を
担

当
す

る
部

署
及

び
責

任
者

並
び

に
保

管
場

所
の

明
確

化
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

帳
簿

書
類

又
は

保
税

帳
簿

へ
の

適
正

な
記

載
及

び
保

管
の

た
め

の
手

順
及

び
体

制
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋩
 

税
関

か
ら

の
閲

覧
等

の
要

請
に

速
や

か
に

対
応

す
る

た
め

の
手

順
及

び
体

制
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

②
 

帳
簿

書
類

又
は

保
税

帳
簿

の
作

成
及

び
保

管
が

電
磁

的
に

行
わ

れ
る

場
合

に
、

以
下

の
措

置
が

適
切

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
。

 
 

 
 

㋑
 

帳
簿

書
類

又
は

保
税

帳
簿

の
作

成
及

び
保

管
に

係
る

電
算

処
理

シ
ス

テ
ム

（
以

下
「

シ
ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）

の
概

要
、

操
作

説
明

書
等

に
関

す
る

書
類

が
備

え
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

㋺
 

シ
ス

テ
ム

の
管

理
及

び
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
修

正
等

に
関

す
る

担
当

者
及

び
責

任
者

が
特

定
さ

れ
る

な
ど

、
そ

の
管

理
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
 

㋩
 

税
関

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
直

ち
に

見
読

可
能

な
状

態
で

シ
ス

テ
ム

に
記

載
さ

れ
て

い
る

内
容

を
呈

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 1
1
 

財
務

状
況

に
関

す
る

事
項

 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項
 

自
己

評
価

及
び

実
施

内
容

（
実

施
状

況
）

等
 

税
関

審
査

欄
 

財
務

状
況

に
関

し
、

次
に

掲
げ

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

 

㋑
 

会
計

帳
簿

及
び

財
務

書
類

の
作

成
及

び
保

管
等

を
担

当
す

る
部

署
及

び
責

任
者

の
明

確
化

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

㋺
 

会
計

監
査

に
関

す
る

体
制

の
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋩

 
関

税
若

し
く

は
国

税
に

関
す

る
納

税
義

務
の

履
行

又
は

手
数

料
の

納
付

に
支

障
を

及
ぼ

す
よ

う
な

状
況

が
発

生
し

た
場

合
に

、
そ

の
発

生
の

状
況

等
を

税
関

へ
連

絡
す

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

の
整

備
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 



1
4
 

1
2
 

教
育

及
び

研
修

に
関

す
る

事
項

 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項
 

自
己

評
価

及
び

実
施

内
容

（
実

施
状

況
）

等
 

税
関

審
査

欄
 

関
係

業
務

に
関

す
る

教
育

及
び

研
修

に
関

し
、

次
に

掲
げ

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

 

㋑
 

教
育

及
び

研
修

を
企

画
し

、
定

期
的

か
つ

継
続

的
に

こ
れ

を
実

施
す

る
体

制
の

整
備

 
 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 

㋺
 

教
育

及
び

研
修

の
企

画
及

び
実

施
を

担
当

す
る

部
門

又
は

部
署

及
び

責
任

者
の

明
確

化
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 
㋩

 
管

理
者

及
び

従
業

員
に

対
し

て
、

法
令

遵
守

規
則

及
び

税
関

手
続

に
関

す
る

理
解

を
深

め
さ

せ
る

と
と

も
に

、
専

門
的

知
識

を
習

得
す

る
た

め
に

十
分

な
内

容
及

び
時

間
の

設
定

 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 1
3
 

懲
罰

に
関

す
る

事
項

 

審
 

 
査

 
 

事
 

 
項
 

自
己

評
価

及
び

実
施

内
容

（
実

施
状

況
）

等
 

税
関

審
査

欄
 

従
業

員
等

に
つ

い
て

法
令

遵
守

規
則

又
は

法
令

に
違

反
す

る
行

為
が

あ
っ

た
場

合
の

懲
罰

に
関

す
る

規
則

が
整

備
さ

れ
、
厳

正
に

執
行

さ
れ

る
た

め
の

手
順

及
び

体
制

が
整

え
ら

れ
て

い
る

か
。
 

 
□

Ｙ
Ｅ

Ｓ
 

 
□

Ｎ
Ｏ
 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


